
中
世
秘
跡
論
争
─
関
口

利
を
告
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
で
採
択
さ
れ
た
叙
階
の
秘
跡

の
教
義
は
、
叙
階
の
質
料
の
問
題
を
の
ぞ
け
ば
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
ほ
と
ん
ど

変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い（

３
）。

　

教
会
外
で
（extra E

cclesiam

）
離
教
者
、
異
端
者
、
被
破
門
者
の
司
教
が
授

け
た
秘
跡
の
効
力
を
め
ぐ
る
論
争
は
す
で
に
教
会
創
建
当
初
か
ら
知
ら
れ
て
い
た

が
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
中
世
で
激
し
い
論
争
を
ひ
き
お
こ
し
た
再
叙
階
の
問
題

を
取
上
げ
、
教
会
改
革
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
論
じ
た
の
は
堀
米
庸
三
氏
が
最
初

で
あ
る（

４
）。

氏
は
名
著
『
正
統
と
異
端
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
の
底
流
―
』
（
中
央
公

論
社
、
一
九
六
四
年
）
の
中
で
、
「
秘
跡
論
争
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
そ
の
も

の
の
、
ま
た
そ
の
歴
史
的
意
義
に
と
っ
て
決
定
的
重
要
性
を
も
つ
問
題
で
あ
る
」

（
九
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
の
進
展
と
と
も
に

再
版
∧
ド
ナ
テ
ィ
ス
ト
∨
論
争
・
秘
跡
論
争
は
急
速
に
熾
烈
と
な
り
、
キ
プ
リ
ア

ヌ
ス
的
・
ド
ナ
テ
ィ
ス
ト
的
理
論
が
改
革
派
諸
法
王
や
そ
の
公
会
議
の
決
定
を
支

配
す
る
に
い
た
っ
た
」
（
一
一
八
ー
九
頁
）
と
主
張
す
る
。
堀
米
氏
は
レ
オ
九
世

か
ら
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世
ま
で
を
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
主
義
の
法
王
と
考
え
て

お
り
（
一
一
八
、
一
七
六
ー
七
頁
）
、
「
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
が
、
中
世
カ
ト
リ
ッ

中
世
秘
跡
論
争

関　

口　

武　

彦

　

問
題
の
所
在

　

秘
跡
に
つ
い
て
詳
細
に
規
定
し
た
の
は
、
近
世
最
初
の
公
会
議
で
あ
る
ト
リ
エ

ン
ト
公
会
議
（
一
五
四
五
ー
六
三
年
）で
あ
っ
た
。
第
七
総
会
（
一
五
四
七
年
三
月
）

は
秘
跡
一
般
に
関
す
る
教
令
を
採
択
し
た（

１
）。

ル
タ
ー
の
『
教
会
の
バ
ビ
ロ
ニ
ア
捕

囚
』
に
対
す
る
批
判
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
教
会
が
伝
統
的
に
認
め
て
き
た
七
つ

の
秘
跡
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
（
第
一
条
）
。
秘
跡
の
事
効
的
効
果
を
認
め
（
第

八
条
）
、
洗
礼
、
堅
信
、
叙
階
の
三
つ
の
秘
跡
は
霊
印
を
刻
む
も
の
で
あ
る
か
ら

繰
返
し
受
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
規
定
し
た
（
第
九
条
）
。
秘
跡
の
執
行
者
は
「
少

な
く
と
も
教
会
が
行
う
こ
と
を
行
う
と
い
う
意
図
」
を
も
た
な
く
て
は
な
ら
な
い

（
第
十
一
条
）
。
第
二
十
三
総
会
（
一
五
六
三
年
七
月
）
は
、
叙
階
の
秘
跡
に
関
す

る
改
革
教
令
を
採
択
し
た（

２
）。

「
言
葉
と
外
的
な
し
る
し
」
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
聖

な
る
叙
階
に
よ
っ
て
恩
恵
が
与
え
ら
れ
（
第
三
章
）
、
叙
階
の
秘
跡
に
お
い
て
消

さ
れ
る
こ
と
も
除
去
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
霊
印
が
刻
ま
れ
る
が
ゆ
え
に
、
い
っ
た

ん
叙
階
さ
れ
た
者
は
再
び
信
徒
に
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
第
四
章
お
よ
び
第
四

条
）
。
改
革
教
令
は
、
端
的
に
言
っ
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
神
学
理
論
の
勝

三
十
一
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ク
教
会
の
確
立
者
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
中
世
ロ
ー
マ
教
会
の
∧
正
統
主
義
∨

は
、
ま
さ
に
∧
異
端
∨
的
秘
跡
論
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
」
（
一
一
九

頁
）
と
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
の
文
書
は
「
枢
機
卿
フ
ン
ベ

ル
ト
ゥ
ス
の
純
ド
ナ
テ
ィ
ス
ト
的
秘
跡
論
を
公
式
の
立
場
か
ら
宣
言
し
た
も
の
と

し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
」
（
一
三
〇
ー
一
頁
）
の
で
あ
り
、
注
目
す
べ
き
は
「
歴

史
が
示
す
の
を
常
と
す
る
お
ど
ろ
く
べ
き
発
展
の
ダ
イ
ナ
ミ
ス
ク
で
あ
り
、
そ
の

ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
」
（
一
一
九
頁
）
。
そ
し
て
氏
は
「
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
主
義
は
、

こ
の
徹
底
的
に
保
守
的
な
教
会
秩
序
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
、
こ
の
う
え
な
く

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
手
段
と
し
て
の
主
観
主
義
的
秘
跡
論
を
用
い
た
」
（
一
六
二
頁
）

と
壮
大
な
逆
説
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
後
に
書
か
れ
た
諸
論
考
に
お
い
て
も
堀

米
氏
の
基
本
的
な
立
場
や
見
解
に
は
ほ
と
ん
ど
変
化
は
み
ら
れ
な
い（

５
）。

氏
は
一
貫

し
て
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
正
統
主
義
を
逸
脱
し
、
ド
ナ
テ
ィ

ス
ト
的
謬
見
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
と
主
張
し
て
お
り
、
「
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る

こ
と
な
し
に
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
そ
の
も
の
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
も
と
よ
り
、

十
二
、
十
三
世
紀
に
お
け
る
宗
教
社
会
運
動
の
簇
生
と
そ
の
異
端
へ
の
転
化
も
、

あ
る
い
は
こ
の
教
会
の
真
の
意
味
に
お
け
る
危
機
に
際
し
、
そ
れ
に
対
す
る
自
覚

と
責
任
の
意
識
に
お
い
て
立
向
っ
た
イ
ノ
セ
ン
ト
三
世
の
法
王
権
の
意
義
も
、
つ

い
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う（

６
）」

と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
堀
米
氏
の
見
解
に
対
し
て
は
、
た
だ
ち
に
疑
問
が

湧
い
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
は
た
し
て
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
主
義
は
、
主
観
主
義
的
秘
跡

論
に
立
つ
フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
理
論
に
御
墨
付
き
を
与
え
た
も
の
な
の
か
？　

改

革
を
リ
ー
ド
し
た
人
物
、
す
な
わ
ち
レ
オ
九
世
を
は
じ
め
ニ
コ
ラ
ウ
ス
二
世
、
ア

レ
ク
サ
ン
デ
ル
二
世
、
そ
し
て
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
に
い
た
る
諸
教
皇
は
ド
ナ

テ
ィ
ス
ト
の
立
場
を
と
っ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
事
実
な
の
で
あ
ろ
う
か
？　

さ

ら
に
カ
ト
リ
ッ
ク
的
教
会
秩
序
の
理
念
と
主
観
主
義
的
秘
跡
論
は
そ
も
そ
も
両
立

し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
？　

堀
米
氏
は
「
ま
さ
に
こ
の
誤
り
を
さ
え
お
か
さ
せ
た

も
の
が
、
改
革
者
の
腐
敗
に
対
す
る
は
げ
し
い
憤
り
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た

エ
ネ
ル
ギ
ー
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
と
い
う
画
期
的
事
件
が
生

じ
た（

７
）」

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
レ
ト
リ
ッ
ク
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　

も
し

も
そ
の
よ
う
な
憤
り
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
奔
流
に
飲
み
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
な
ら

ば
、
教
会
は
無
政
府
状
態
に
お
ち
い
り
、
教
階
制
の
確
立
ど
こ
ろ
か
分
裂
と
解
体

し
か
生
ま
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？　

改
革
者
の
一
人
、
ペ
ト
ル
ス
・
ダ
ミ

ア
ー
ニ
が
懸
念
し
て
い
た
の
も
実
は
そ
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
が
『
シ
モ
ニ
ス
ト
叙

階
論
』
（Liber gratissim

us

）
を
著
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
た（

８
）。

シ
モ
ニ
ス

ト
叙
階
の
効
力
を
め
ぐ
っ
て
一
〇
四
九
、
五
〇
、
五
一
年
の
ロ
ー
マ
教
会
会
議
で
激

し
い
議
論
が
た
た
か
わ
さ
れ
た
と
き
、
司
教
た
ち
は
猜
疑
と
不
安
に
お
そ
わ
れ
た

が
、
と
く
に
「
自
分
が
叙
階
し
た
聖
職
者
を
幾
人
か
の
司
教
が
再
叙
階
し
た（

９
）」

こ

と
が
混
乱
を
助
長
し
た
と
ペ
ト
ル
ス
は
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
理
論
の
本
質
は
、
官
職
カ
リ
ス
マ
と
個
人
的
価
値
と
の
厳
格
な
分

離
に
あ
る

）
（（
（

。
司
祭
の
官
職
カ
リ
ス
マ
的
能
力
を
彼
個
人
の
資
質
か
ら
分
離
し
た
こ

三
十
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中
世
秘
跡
論
争
─
関
口

と
を
端
的
に
示
す
の
は
「
消
え
ざ
る
霊
印
」
（ch

aracter in
d
eleb

ilis

）
の
教
理
で

あ
ろ
う
。
司
祭
が
た
と
い
個
人
的
に
は
非
難
を
受
け
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
職
権
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
彼
の
カ
リ
ス
マ
的
資
格
が
疑
問
視
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
そ
の
場
合
に
の
み
教
会
の
官
僚
制
化
（
教ヒ

エ
ラ
ル
キ
ア

階
制
の
形
成
）
は
可
能

で
あ
り
、
恩
恵
を
賦
与
す
る
教
会
の
権
威
は
維
持
さ
れ
る
。
権
威
へ
の
服
従
が
救

済
の
た
め
の
必
須
の
徳
目
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
時
代
に
、
再
版
ド
ナ
テ
ィ
ズ

ム
と
い
う
異
端
的
秘
跡
論
が
改
革
の
中
枢
に
入
り
こ
む
余
地
は
な
い
と
言
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
本
稿
の
目
的
は
、
叙
階
の
正
統
教
義
が
形
成
さ
れ
て
行
く
過
程
で
、

教
皇
改
革
期
の
秘
跡
論
争
が
果
し
た
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

る
。

一　

正
統
理
論
の
形
成

　

秘
跡
論
争
は
、
三
世
紀
半
ば
ま
で
は
主
と
し
て
教
会
外
で
授
け
ら
れ
た
洗
礼
の

有
効
性
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
た
。
叙
階
問
題
が
争
点
に
な
る
こ
と
は
稀
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
三
世
紀
中
葉
す
ぎ
に
な
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
す
る
組
織
的

迫
害
と
離
教
者
の
増
加
に
と
も
な
い
、
教
会
外
叙
階
の
効
力
の
問
題
が
あ
ら
た
に

浮
上
し
た
。
一
般
的
に
言
っ
て
、
ア
フ
リ
カ
や
東
方
の
教
会
は
こ
の
件
に
関
し
て

厳
し
い
態
度
を
と
っ
て
い
る

）
（（
（

。
カ
ル
タ
ゴ
の
司
教
で
あ
っ
た
キ
プ
リ
ア
ヌ
ス
は
、

自
発
的
に
せ
よ
強
い
ら
れ
た
に
せ
よ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
離
反
し
た
司
教
は

も
は
や
秘
跡
を
有
効
に
伝
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
た
。
聖
霊
の
働
き
を

重
視
し
た
キ
プ
リ
ア
ヌ
ス
は
「
教
会
の
外
に
聖
霊
な
し
」
の
命
題
を
押
し
す
す
め

て
「
聖
霊
な
く
し
て
秘
跡
な
し
」
と
主
張
し
、
教
皇
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
一
世
の
見
解

に
代
表
さ
れ
る
ロ
ー
マ
の
神
学
と
対
立
し
た
の
で
あ
る
。
キ
プ
リ
ア
ヌ
ス
に
と
っ

て
秘
跡
行
為
の
合
法
性
と
有
効
性
は
切
り
離
し
え
な
い
一
体
的
な
も
の
で
あ
っ

た
。
離
教
者
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
復
帰
す
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ニ
カ

イ
ア
公
会
議
（
三
二
五
年
）
に
そ
の
規
定
が
あ
る
。
厳
格
主
義
者
で
は
あ
る
が
教

義
が
正
統
と
認
め
ら
れ
て
い
た
カ
タ
リ
派
（=

ノ
ヴ
ァ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
派
）
の
信
徒

は
、
和
解
の
た
め
に
は
按
手
の
み
が
必
要
で
あ
り
、
同
派
の
聖
職
者
も
再
叙
階
を

せ
ず
に
引
き
つ
づ
き
そ
の
品
級
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
（
カ
ノ
ン
第
八
条
）
。

こ
れ
に
対
し
て
反
三
位
一
体
説
を
信
奉
し
て
い
た
パ
ウ
ロ
派
は
、
復
帰
の
条
件
と

し
て
再
洗
礼
を
課
さ
れ
、
同
派
の
聖
職
者
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
教
に
よ
る
叙
階
の

や
り
直
し
を
命
ぜ
ら
れ
た
（
第
十
九
条
）

）
（（
（

。
四
世
紀
後
半
に
シ
リ
ア
で
編
纂
さ
れ

た
『
使
徒
教
令
』
も
異
端
者
が
授
け
た
秘
跡
の
効
力
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。
異

端
者
の
洗
礼
、
ミ
サ
を
容
認
せ
ず
（
カ
ノ
ン
第
四
十
六
条
）
、
異
端
者
が
授
け
た

洗
礼
や
叙
階
は
無
効
で
あ
る
か
ら
再
洗
礼
、
再
叙
階
が
必
要
で
あ
る
と
規
定
し
た

（
第
四
十
七
、
六
十
八
条
）

）
（（
（

。

　

正
統
理
論
の
形
成
史
上
も
っ
と
も
重
要
な
人
物
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
で
あ

る
。
彼
の
秘
跡
論
は
、
ド
ナ
テ
ィ
ス
ト
と
の
論
争
の
中
で
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

四
〇
〇
年
頃
に
執
筆
さ
れ
た
『
洗
礼
論
七
巻
』
（D

e baptism
o libri septem

）
は

三
十
三
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秘
跡
に
つ
い
て
論
じ
た
大
著
で
あ
る

）
（（
（

。
内
容
は
大
別
す
る
と
二
部
に
分
け
ら
れ
る
。

第
一
巻
は
、
ド
ナ
テ
ィ
ス
ト
の
再
洗
礼
論
を
論
駁
し
、
洗
礼
は
教
会
外
で
も
有
効

に
授
け
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
第
二
巻
か
ら
第
七
巻
ま
で
は
、
古
代
教
会
の
権

威
者
キ
プ
リ
ア
ヌ
ス
の
見
解
と
彼
が
主
宰
し
た
カ
ル
タ
ゴ
教
会
会
議
の
決
議
文
を

分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
か
ら
我
々
の
テ
ー
マ
に
関
連
す
る
箇
所
を
引
用
し

て
お
こ
う
。
第
一
巻
第
一
章
で
は
、
本
書
の
目
的
が
洗
礼
と
叙
階
の
秘
跡
の
不
滅

性
を
論
ず
る
こ
と
に
あ
る
と
言
い
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
外
で
授
け
ら
れ
た
洗
礼

や
叙
階
も
決
し
て
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
神
与
の
秘
跡
を
繰
返
す
の
は
不
敬

虔
の
業
で
あ
る
と
主
張
す
る

）
（（
（

。
第
三
巻
第
十
六
章
と
第
五
巻
第
二
十
三
章
で
は
、

帰
正
と
和
解
の
按
手
（m

an
u
s in

p
o
sitio

）
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
聖
霊
は
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
の
み
按
手
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
洗
礼
や

叙
階
の
ご
と
く
繰
返
し
え
な
い
も
の
で
は
な
い
。
異
端
者
が
そ
の
あ
や
ま
ち
を
正

し
た
と
き
に
は
、
彼
に
按
手
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る

）
（（
（

。
第
六
巻
第
一
章
に
は
、
キ

プ
リ
ア
ヌ
ス
と
、
彼
と
意
見
を
同
じ
く
す
る
教
父
た
ち
を
批
判
し
た
鋭
い
指
摘
が

み
ら
れ
る
。
彼
ら
は
キ
リ
ス
ト
の
洗
礼
が
異
端
者
や
離
教
者
の
下
で
は
存
在
し
な

い
と
考
え
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
「
秘
跡
が
秘
跡
の
働
き
も
し
く
は
そ
の
使
用
か
ら

区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る

）
（（
（

」
と
。
秘
跡
神
学
の
核
心
に
せ
ま
る
注
目

す
べ
き
発
言
と
い
え
よ
う
。

　

正
統
理
論
が
姿
を
現
し
て
も
、
そ
れ
が
ロ
ー
マ
教
会
に
根
を
お
ろ
し
、
西
欧
の

教
会
に
浸
透
し
て
い
く
ま
で
に
は
幾
多
の
試
練
が
待
ち
か
ま
え
て
い
た
。
教
皇
ア

ナ
ス
タ
シ
ウ
ス
二
世
（
四
九
六
ー
八
年
）
が
、
皇
帝
ア
ナ
ス
タ
シ
オ
ス
一
世
に
宛

て
た
書
簡
の
中
で
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
総
主
教
ア
カ
キ
オ
ス
が
授
け
た

洗
礼
と
叙
階
の
効
力
は
、
彼
の
離
教
に
よ
っ
て
も
影
響
を
う
け
な
い
と
述
べ
て

）
（（
（

、

い
わ
ゆ
る
ア
カ
キ
オ
ス
の
シ
ス
マ
の
打
開
を
図
ろ
う
と
し
た
と
き
、
側
近
の
聖
職

者
ま
で
が
教
皇
と
の
交
わ
り
を
避
け
た
と
い
わ
れ
る
。
彼
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の

聖
職
者
の
意
向
を
無
視
し
て
、
ひ
そ
か
に
ア
カ
キ
オ
ス
の
復
権
を
画
策
し
た
か
ら

だ
と
『
教
皇
列
伝
』
は
伝
え
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
ア
ナ
ス
タ
シ
ウ
ス
は
「
神
の

意
志
に
よ
っ
て
頓
死
し
た

）
（（
（

」
と
い
う
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
神
学
の
原
則
に
沿
っ

て
行
動
し
た
教
皇
の
善
意
も
通
用
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
以
外
に
も
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
秘
跡
理
論
は
な
か
な
か
浸
透
し
な
か
っ
た
。
オ
ル
レ
ア
ン
教

会
会
議
（
五
一
一
年
）
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
た
ア
リ
ウ
ス
派
聖
職
者
の
品

行
に
問
題
が
な
け
れ
ば
、
司
教
は
「
按
手
の
祝
別
に
よ
っ
て
」
《cu

m
 im

p
o
sitae 

m
an

u
s b

en
ed

ictio
n
e

》
相
応
の
位
階
を
彼
に
授
け
て
よ
い
と
規
定
し
た
（
カ
ノ

ン
第
十
条
）
。
こ
れ
が
叙
階
な
の
か
和
解
の
儀
式
な
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、

サ
ラ
ゴ
サ
教
会
会
議
（
五
九
二
年
）
の
教
令
で
は
明
白
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
に

改
宗
し
た
ア
リ
ウ
ス
派
司
祭
や
助
祭
が
そ
の
位
階
に
と
ど
ま
る
た
め
に
は
再
叙
階

が
必
要
で
あ
り
（
カ
ノ
ン
第
一
条
）
、
ア
リ
ウ
ス
派
司
教
に
よ
っ
て
聖
別
さ
れ
た

教
会
は
聖
別
し
な
お
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
第
三
条

）
（（
（

）
。
ス
ペ
イ
ン
の
西
ゴ
ー
ト

族
の
王
レ
カ
レ
ド
一
世
は
第
三
ト
レ
ド
教
会
会
議
（
五
八
九
年
）
で
正
式
に
カ
ト

リ
ッ
ク
に
改
宗
し
た
が
、
同
会
議
は
ア
リ
ウ
ス
派
司
教
に
対
し
て
再
叙
階
を
命
じ

三
十
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中
世
秘
跡
論
争
─
関
口

て
い
る

）
（（
（

。
ア
ナ
ス
タ
シ
ウ
ス
二
世
か
ら
お
よ
そ
一
世
紀
後
に
即
位
し
た
グ
レ
ゴ
リ

ウ
ス
一
世
（
五
九
〇
ー
六
〇
四
年
）
は
確
た
る
秘
跡
理
論
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
再
叙
階
不
可
の
原
則
を
明
快
に
主
張
し
た
。
彼
は
ラ
ヴ
ェ

ン
ナ
大
司
教
ヨ
ハ
ネ
ス
に
次
の
よ
う
に
書
い
た
。
「
ひ
と
た
び
洗
礼
を
受
け
た
者

は
ふ
た
た
び
受
洗
し
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
、
一
度
叙
階
さ
れ
た
者
は
再
度
同
じ

品
級
に
叙
階
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
も
軽
微
な
罪
を
お
か
し
て
司
祭
職
に
つ

い
た
者
が
い
た
な
ら
ば
、
彼
は
そ
の
た
め
に
贖
罪
を
課
さ
れ
る
が
品
級
は
保
持
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い

）
（（
（

」
と
。
つ
ま
り
司
祭
に
な
る
前
に
罪
を
お
か
し
た
者
は
贖
罪
を

は
た
す
必
要
は
あ
る
が
、
再
叙
階
は
不
要
で
あ
り
、
品
級
を
奪
わ
れ
る
こ
と
も
な

い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
の
秘
跡
論
は
必
ず

し
も
堅
持
さ
れ
な
か
っ
た
。
再
叙
階
は
そ
の
後
も
し
ば
し
ば
繰
返
さ
れ
て
い
る
。

七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
を
見
て
み
よ
う

）
（（
（

。
ロ
ー
マ
の
典
礼
慣
習
の
導
入
を
決
定
づ
け

た
ウ
ィ
ッ
ト
ビ
ー
教
会
会
議
（
六
六
四
年
）
か
ら
数
年
後
に
、
教
皇
ヴ
ィ
タ
リ
ア

ヌ
ス
は
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
司
教
と
し
て
テ
オ
ド
ル
ス
を
遣
わ
し
、
イ
ギ
リ
ス
教
会

の
再
編
を
は
か
っ
た
。
協
調
的
タ
イ
プ
の
人
間
で
は
な
か
っ
た
テ
オ
ド
ル
ス
は
、

ヨ
ー
ク
司
教
の
座
を
退
位
さ
せ
た
ケ
ル
ト
人
カ
エ
ッ
ダ
を
、
の
ち
に
彼
が
す
ぐ
れ

た
人
物
だ
と
知
っ
て
、
改
め
て
リ
ッ
チ
フ
ィ
ー
ル
ド
司
教
に
叙
任
し
、
再
叙
階
さ

せ
た
。
ケ
ア
ッ
ダ
が
十
四
日
教
徒q

u
arto

d
ecim

an
i

に
よ
っ
て
叙
階
さ
れ
た
と
い

う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た

）
（（
（

。
カ
エ
ッ
ダ
は
「
す
べ
て
の
位
階
に
つ
い
て
」
《p

er 

o
m

n
es grad

u
s

》
叙
階
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る

）
（（
（

。
ロ
ー
マ
教
会
と
異
な
る
暦
算

法
を
採
用
し
て
い
た
十
四
日
教
徒
は
異
端
者
で
あ
り
、
そ
の
洗
礼
だ
け
は
受
入
れ

ら
れ
る
が
、
堅
信
や
叙
階
の
秘
跡
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ

人
修
道
士
出
身
の
テ
オ
ド
ル
ス
は
、
秘
跡
の
効
力
に
つ
い
て
ロ
ー
マ
人
よ
り
も
は

る
か
に
厳
し
い
見
方
を
し
て
お
り
、
そ
の
厳
格
主
義
は
後
に
ヨ
ー
ク
司
教
エ
グ

バ
ー
ト
（
七
六
六
年
没
）
や
大
陸
の
伝
道
者
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
（
七
五
四
年
没
）

に
影
響
を
与
え
た
。
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
二
世
と
ザ
カ
リ
ア
ス
は
、
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ

ウ
ス
に
対
し
て
再
洗
礼
、
再
堅
信
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
改
め
て
教
え
な
く
て
は

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る

）
（（
（

。

　

八
世
紀
に
は
後
世
に
重
大
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
事
件
が
ロ
ー
マ
教
会
で
発

生
す
る

）
（（
（

。
教
皇
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
三
世
（
七
六
八
ー
七
五
年
）
は
、
七
六
九
年
四

月
に
召
集
し
た
ロ
ー
マ
教
会
会
議
に
お
い
て
前
教
皇
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス

（
七
六
七
ー
八
年
）
が
聖
座
の
侵
入
者
で
あ
る
と
宣
告
し
、
彼
が
一
年
余
り
の
在

任
中
に
行
っ
た
す
べ
て
の
叙
階
（
八
名
の
司
教
、
八
名
の
司
祭
、
四
名
の
助
祭
）

を
無
効
と
み
な
し
て
再
叙
階
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
『
教
皇
列
伝
』
に
よ
れ
ば
、

司
教
に
関
し
て
は
司
祭
か
助
祭
に
降
格
の
後
に
改
め
て
司
教
に
選
出
さ
れ
、
被
選

司
教
は
聖
座
に
出
向
い
て
教
皇
か
ら
聖
別
を
受
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
司
祭
お
よ

び
助
祭
に
つ
い
て
は
副
助
祭
な
い
し
そ
れ
以
下
の
品
級
に
降
格
さ
れ
、
そ
の
後
の

扱
い
に
つ
い
て
は
教
皇
に
一
任
さ
れ
る
が
、
将
来
の
昇
進
は
禁
止
さ
れ
た
。
ス

テ
フ
ァ
ヌ
ス
自
身
は
、
降
格
さ
れ
た
司
祭
と
助
祭
を
も
と
の
品
級
に
戻
す
つ
も

三
十
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山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
四
十
巻
第
二
号

り
は
な
い
と
断
っ
て
い
る

）
（（
（

。
「
洗
礼
と
聖
香
油
の
聖
別
を
の
ぞ
い
て
」
《p

raeter 

sacru
m

 b
ap

tism
a atq

u
e san

ctu
m

 ch
rism

a

》
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
す
べ
て

の
秘
跡
行
為
の
や
り
直
し
が
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る

）
（（
（

。
こ
れ
は
将
来
に
大
き
な
禍

根
を
残
す
こ
と
に
な
り
、
再
叙
階
の
支
持
者
は
先
例
と
し
て
七
六
九
年
の
ロ
ー
マ

教
会
会
議
に
し
ば
し
ば
言
及
し
た
。

　

九
世
紀
に
は
在
郷
司
教
（
農
村
司
教
）ch

o
rep

isco
p
u
s

の
叙
品
権
の
問
題
が

浮
上
し
た

）
（（
（

。
在
郷
司
教
が
西
欧
に
出
現
す
る
の
は
八
世
紀
半
ば
で
あ
る
が
、
補
佐

司
教
と
も
い
う
べ
き
彼
ら
は
や
が
て
教
区
司
教
の
権
利
を
お
び
や
か
す
厄
介
な
存

在
に
な
っ
た
。
国
王
も
司
教
座
が
空
位
に
な
る
と
し
ば
し
ば
教
区
の
行
政
を
在
郷

司
教
に
委
ね
、
空
位
期
間
を
引
延
ば
し
て
聖
職
禄
収
入
を
取
得
し
て
い
る
。
モ
ー
・

パ
リ
教
会
会
議
（
八
四
五
ー
六
年
）
は
、
在
郷
司
教
が
聖
香
油
、
聖
堂
を
聖
別

し
、
上
級
の
品
級
を
授
け
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
メ
ッ
ス
司
教
ド
ロ
ゴ
ン
（
カ
ー

ル
大
帝
の
庶
子
）
は
、
当
代
第
一
級
の
知
識
人
で
あ
っ
た
フ
ル
ダ
修
道
院
長
ラ
バ

ヌ
ス
・
マ
ウ
ル
ス
に
在
郷
司
教
の
叙
階
権
の
是
非
に
つ
い
て
問
い
あ
わ
せ
た
。
ラ

バ
ヌ
ス
は
、
古
代
の
二
つ
の
教
会
会
議
の
教
令
、
す
な
わ
ち
ア
ン
キ
ュ
ラ
教
会
会

議
（
三
一
四
年
）
の
カ
ノ
ン
第
十
三
条
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
教
会
会
議
（
三
四
一

年
）
の
カ
ノ
ン
第
十
条
に
拠
っ
て
、
司
教
の
同
意
と
い
う
条
件
つ
き
で
在
郷
司
教

の
叙
階
権
を
承
認
し
て
い
る

）
（（
（

。
し
か
し
九
世
紀
半
ば
に
司
教
権
の
強
化
を
策
し
て

作
成
さ
れ
た
『
偽
イ
シ
ド
ル
ス
法
令
集
』
は
在
郷
司
教
の
叙
階
権
行
使
に
否
定
的

で
あ
り
、
そ
の
無
効
を
主
張
し
た

）
（（
（

。
教
区
司
教
は
彼
の
叙
階
を
や
り
直
さ
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
在
郷
司
教
も
正
式
に
叙
階
さ
れ
た
司
教

で
あ
り
、
彼
が
叙
階
し
た
聖
職
者
は
再
叙
階
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
た

の
は
教
皇
ニ
コ
ラ
ウ
ス
一
世
（
八
五
八
ー
六
七
年
）
で
あ
っ
た
。
八
六
四
年
に
ブ

ル
ジ
ュ
大
司
教
に
「
在
郷
司
教
が
授
け
た
叙
階
は
無
効
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

将
来
、
司
教
の
権
威
が
弱
め
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ

）
（（
（

」
と
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、
お

よ
そ
二
十
年
後
に
メ
ッ
ス
で
開
催
さ
れ
た
教
会
会
議
（
八
八
八
年
）
は
、
在
郷
司

教
に
よ
る
教
会
聖
別
は
正
規
の
教
区
司
教
に
よ
る
聖
別
の
や
り
直
し
を
要
す
る
と

決
議
し
た
（
カ
ノ
ン
第
八
条
）
。
彼
ら
の
司
教
と
し
て
の
役
務
は
「
無
効
に
し
て

無
益
で
あ
る
」
《vacu

u
m

 est atq
u
e in

an
e

》
と
し
て
、
彼
ら
を
司
祭
の
位
階
に

格
下
げ
し
た

）
（（
（

。
こ
れ
以
後
、
在
郷
司
教
の
権
限
は
次
第
に
縮
小
さ
れ
て
ゆ
き
、
彼

ら
に
代
っ
て
叙
階
権
を
行
使
し
な
い
大
助
祭arch

id
iaco

n
u
s

が
農
村
に
派
遣
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

九
世
紀
に
は
、
ル
イ
敬
虔
帝
と
そ
の
息
子
ロ
テ
ー
ル
の
争
い
に
よ
っ
て
惹
き
起

こ
さ
れ
た
ラ
ン
ス
大
司
教
エ
ボ
の
解
任
事
件
が
叙
階
権
に
重
大
な
問
い
を
投
げ

か
け
た

）
（（
（

。
ロ
テ
ー
ル
を
支
持
し
た
エ
ボ
は
ル
イ
帝
の
不
興
を
こ
う
む
り
、
テ
ィ

オ
ン
ヴ
ィ
ルT

h
io

n
ville

教
会
会
議
（
八
三
五
年
）
で
廃
さ
れ
た
。
ル
イ
帝
の
死

（
八
四
〇
年
六
月
）
の
後
に
彼
は
ラ
ン
ス
大
司
教
に
返
り
咲
い
た
が
、
翌
年
の
秋

に
シ
ャ
ル
ル
禿
頭
王
に
よ
っ
て
再
び
ラ
ン
ス
の
座
か
ら
追
放
さ
れ
た
。
エ
ボ
は
保

護
者
ロ
テ
ー
ル
に
一
時
身
を
託
し
た
が
、
や
が
て
ゲ
ル
マ
ニ
ア
王
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ

の
も
と
に
逃
れ
た
。
彼
に
よ
っ
て
八
四
七
年
に
ヒ
ル
デ
ス
ハ
イ
ム
司
教
に
任
命
さ

三
十
六



中
世
秘
跡
論
争
─
関
口

れ
、
八
五
一
年
に
世
を
去
っ
て
い
る
。
こ
の
間
に
ラ
ン
ス
の
座
に
は
ヒ
ン
ク
マ
ー

ル
が
就
任
し
た
（
八
四
五
年
）
。
教
会
会
議
で
正
式
に
廃
位
さ
れ
た
の
ち
再
び
大

司
教
に
復
位
し
た
エ
ボ
が
一
年
有
余
の
あ
い
だ
に
行
っ
た
叙
階
の
正
当
性
の
問
題

が
彼
の
死
後
に
浮
上
し
、
長
期
に
わ
た
っ
て
議
論
が
た
た
か
わ
さ
れ
た
。
八
五
三

年
の
ソ
ワ
ソ
ン
教
会
会
議
で
は
、
利
害
当
事
者
の
ヒ
ン
ク
マ
ー
ル
自
身
が
会
議
の

主
導
権
を
と
っ
て
エ
ボ
の
廃
位
を
再
確
認
し
、
復
位
後
の
叙
階
権
行
使
の
無
効
を

宣
告
し
た
。
こ
れ
は
裁
治
権
と
叙
階
権
の
混
同
で
あ
っ
て
、
当
時
の
教
会
人
は
こ

の
区
別
を
ま
だ
知
ら
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
七
六
九
年
に
対
立
教
皇
コ
ン
ス
タ

ン
テ
ィ
ヌ
ス
が
授
け
た
品
級
の
無
効
を
宣
言
し
た
ロ
ー
マ
教
会
会
議
の
出
席
者
た

ち
も
同
様
で
あ
っ
た
。
エ
ボ
を
め
ぐ
る
問
題
は
の
ち
に
再
燃
し
、
八
六
六
年
、
ソ

ワ
ソ
ン
に
再
び
教
会
会
議
が
も
た
れ
た
。
前
会
議
の
決
議
は
ひ
と
ま
ず
承
認
さ
れ

た
と
は
い
え
、
前
回
ほ
ど
の
歯
切
れ
の
よ
さ
は
な
い
。
ヒ
ン
ク
マ
ー
ル
は
こ
こ
で

エ
ボ
の
叙
階
の
無
効
よ
り
も
そ
の
違
法
性
を
強
調
し
て
お
り
、
断
罪
さ
れ
た
聖
職

者
に
対
し
て
は
特
免
を
与
え
る
よ
う
に
教
皇
に
要
請
し
た
。
し
か
し
ヒ
ン
ク
マ
ー

ル
の
も
く
ろ
み
通
り
に
、こ
と
は
進
ま
な
か
っ
た
。
教
皇
ニ
コ
ラ
ウ
ス
一
世
は
「
エ

ボ
の
聖
職
者
」
の
叙
階
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ず
、
八
五
三
年
の
ソ
ワ
ソ
ン

教
会
会
議
で
廃
さ
れ
た
聖
職
者
を
た
だ
ち
に
も
と
の
品
級
に
戻
す
よ
う
に
命
じ
た

の
で
あ
る

）
（（
（

。

　

九
世
紀
末
に
ヨ
ハ
ネ
ス
八
世
（
八
七
二
ー
八
二
年
）
は
、
み
ず
か
ら
破
門
し
た

ミ
ラ
ノ
大
司
教
ア
ン
ス
ベ
ル
ト
ゥ
ス
が
破
門
の
身
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヨ
ゼ
フ
な

る
人
物
を
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
司
教
に
聖
別
し
た
た
め
に
大
司
教
を
廃
位
し
、
叙
階

の
無
効
を
宣
告
し
た

）
（（
（

。
教
皇
は
こ
の
際
に
キ
プ
リ
ア
ヌ
ス
と
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ

ス
一
世
の
慣
用
句
「
な
ぜ
な
ら
所
有
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
を
人
は
実
際
に
与
え

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
《q

u
ia q

u
o
d
 n

o
n
 h

ab
u
it d

are p
ro

fecto
 

n
eq

u
ivit

》
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
直
後
に
ヨ
ハ
ネ
ス
は
別
人
を
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ

リ
司
教
と
し
て
聖
別
し
た
。
の
ち
に
ア
ン
ス
ベ
ル
ト
ゥ
ス
が
教
皇
と
和
解
し
て
大

司
教
に
復
位
し
た
と
き
、
ヨ
ゼ
フ
の
処
遇
が
問
題
に
な
っ
た
。
ほ
ど
な
く
ア
ス
テ
ィ

司
教
に
選
出
さ
れ
た
ヨ
ゼ
フ
を
、
ヨ
ハ
ネ
ス
は
ア
ン
ス
ベ
ル
ト
ゥ
ス
に
命
じ
て
再

び
聖
別
さ
せ
た
。
こ
の
再
叙
階
は
イ
タ
リ
ア
の
聖
職
者
の
あ
い
だ
に
抗
議
の
嵐
を

巻
起
こ
し
た
。

　

ヨ
ハ
ネ
ス
八
世
か
ら
四
代
後
に
教
皇
に
選
出
さ
れ
た
フ
ォ
ル
モ
ス
ス

（
八
九
一
ー
六
年
）
の
叙
階
を
め
ぐ
っ
て
、
ロ
ー
マ
教
会
は
以
後
三
十
年
以
上
に

わ
た
っ
て
混
乱
を
き
わ
め
た

）
（（
（

。
ポ
ル
ト
の
司
教
枢
機
卿
で
あ
っ
た
フ
ォ
ル
モ
ス
ス

は
ヨ
ハ
ネ
ス
八
世
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
教
会
会
議
で
廃
さ
れ
た
が
（
八
七
六
年
四

月
）
、
教
皇
マ
リ
ヌ
ス
一
世
（
八
八
二
ー
四
年
）
は
彼
に
赦
免
を
与
え
、
ポ
ル
ト

司
教
に
復
職
さ
せ
た
。
彼
は
ポ
ル
ト
司
教
の
資
格
で
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
五
世
を
教
皇

に
聖
別
し
て
い
る
（
八
八
五
年
）
。
八
九
一
年
九
月
に
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
が
世
を
去

る
と
、
フ
ォ
ル
モ
ス
ス
は
そ
の
後
継
者
と
し
て
教
皇
に
選
出
さ
れ
た
。
彼
は
聖
座

の
保
護
者
と
し
て
い
っ
た
ん
は
ス
ポ
レ
ー
ト
公
の
息
子
ラ
ン
ベ
ル
ト
に
期
待
を
よ

せ
、
彼
を
皇
帝
と
し
て
聖
別
し
た
が
、
や
が
て
ス
ポ
レ
ー
ト
公
の
政
治
的
圧
力
に

三
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山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
四
十
巻
第
二
号

堪
え
か
ね
て
、
ひ
そ
か
に
ゲ
ル
マ
ニ
ア
の
王
ア
ル
ヌ
ル
フ
を
ロ
ー
マ
に
呼
び
よ

せ
、
彼
を
皇
帝
に
聖
別
し
た
（
八
九
六
年
二
月
）
。
フ
ォ
ル
モ
ス
ス
か
ら
二
代
後

の
教
皇
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
六
世
（
八
九
六
ー
七
年
）
は
ス
ポ
レ
ー
ト
公
の
意
を
受

け
て
悪
名
高
い
屍
体
教
会
会
議
を
ロ
ー
マ
に
開
催
し
た
（
八
七
七
年
一
月
）
。
当

会
議
は
フ
ォ
ル
モ
ス
ス
の
教
皇
就
任
の
違
法
性
を
理
由
に
彼
を
侵
入
者
と
み
な

し
、
彼
が
行
っ
た
い
っ
さ
い
の
叙
階
を
無
効
で
あ
る
と
宣
告
し
た
。
彼
の
違
法
行

為
に
は
、
古
い
教
会
法
が
規
定
し
て
い
た
司
教
の
転
任
禁
止
に
対
す
る
違
反
も
含

ま
れ
て
い
た

）
（（
（

。
こ
れ
以
後
、
フ
ォ
ル
モ
ス
ス
の
叙
階
の
合
法
性
を
擁
護
す
る
党
派

と
こ
れ
を
否
定
す
る
一
派
が
対
立
し
て
ロ
ー
マ
教
会
は
紛
糾
し
た
。
九
〇
四
年
一

月
に
教
皇
の
座
に
つ
い
た
の
は
反
フ
ォ
ル
モ
ス
ス
派
の
急
先
鋒
セ
ル
ギ
ウ
ス
三

世
（
九
〇
四
ー
一
一
年
）
で
あ
る
。
彼
は
フ
ォ
ル
モ
ス
ス
に
よ
っ
て
叙
階
さ
れ
た

聖
職
者
に
対
し
て
還
俗
す
る
か
、
叙
階
を
や
り
直
す
か
の
選
択
を
せ
ま
っ
た
。
こ

う
し
て
ロ
ー
マ
と
イ
タ
リ
ア
の
少
な
か
ら
ざ
る
聖
職
者
が
自
身
の
品
級
を
保
持
す

る
た
め
に
再
叙
階
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る

）
（（
（

。
し
か
し
セ
ル
ギ
ウ
ス
三
世
の

方
策
に
対
し
て
は
、
当
然
な
が
ら
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
正
統
理
論
を
擁
護
す
る

立
場
か
ら
の
反
対
が
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
出
身
で
ナ
ポ
リ
に
定
住
し
た
聖
職
者
ア

ウ
ク
シ
リ
ウ
ス
と
南
イ
タ
リ
ア
出
身
の
文
法
学
者
ヴ
ル
ガ
リ
ウ
ス
の
反
論
が
こ
れ

で
あ
る
。
ア
ウ
ク
シ
リ
ウ
ス
は
九
一
一
年
に
執
筆
し
た
論
考
『
敵
対
者
と
擁
護

者
』
（Infensor et defensor

）
の
中
で
フ
ォ
ル
モ
ス
ス
の
叙
階
を
弁
護
し
、
洗
礼

と
叙
階
の
秘
跡
は
繰
返
し
え
な
い
と
述
べ
た
あ
と
で
、
座
《sed

es

》
と
座
の
監

督
《p

raesid
en

s

》
を
区
別
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
各
々
の
座
の
名
誉
と
威
厳

は
敬
意
を
も
っ
て
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
も
し
も
座
の
監
督
が
道
を
踏
み
は

ず
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
ま
ち
が
っ
た
道
を
た
ど
る
べ
き
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

も
し
も
彼
ら
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
と
宗
教
に
反
し
て
行
動
し
た
な
ら
ば
、
我
々

は
決
し
て
彼
ら
に
従
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
コ
ン
ス

タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
や
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
座
で
し
ば
し
ば
起
こ
っ
た
か
ら
で

あ
る

）
（（
（

」
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
ヴ
ル
ガ
リ
ウ
ス
は
『
教
皇
フ
ォ
ル
モ
ス
ス
の
訴
訟
と
論

争
に
つ
い
て
』
（Super causa et negotio Form

osi papae

）
と
題
す
る
論
文
に
お

い
て
、
破
門
や
廃
位
に
よ
っ
て
も
フ
ォ
ル
モ
ス
ス
は
叙
品
権
を
喪
失
し
な
か
っ
た

と
述
べ
て
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
。
「
し
た
が
っ
て
当
然
な
が
ら
、
い
っ
た
ん
授

け
た
な
ら
ば
、
洗
礼
と
同
様
に
司
祭
職
は
そ
の
受
領
者
か
ら
切
り
離
し
え
な
い
の

で
あ
る

）
（（
（

」
と
。
叙
階
の
秘
跡
は
受
領
者
か
ら
「
切
り
離
し
え
な
い
」《in

sep
arab

ile

》

と
い
う
考
え
に
は
後
の
霊
印
の
教
義
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
だ
が
十
世
紀
に

は
聖
職
者
の
あ
い
だ
に
神
学
の
教
養
の
低
下
が
み
ら
れ
た
の
は
事
実
で
あ
り
、
セ

ル
ギ
ウ
ス
三
世
に
代
表
さ
れ
る
反
フ
ォ
ル
モ
ス
ス
派
の
理
論
が
一
部
で
は
信
用
を

得
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
九
六
三
年
十
二
月
の
ロ
ー
マ
教
会
会
議
に
お

い
て
オ
ッ
ト
ー
一
世
の
命
令
に
よ
っ
て
廃
位
さ
れ
た
ヨ
ハ
ネ
ス
十
二
世
は
、
皇
帝

の
ロ
ー
マ
出
立
後
に
再
び
ロ
ー
マ
を
占
拠
し
、
一
味
の
聖
職
者
を
サ
ン=

ピ
エ
ト

ロ
聖
堂
に
集
め
て
教
会
会
議
を
開
い
た
。
こ
こ
で
オ
ッ
ト
ー
一
世
が
擁
立
し
た
教

皇
レ
オ
八
世
の
叙
階
は
す
べ
て
無
効
で
あ
る
と
宣
告
さ
れ
た

）
（（
（

。
し
か
し
イ
タ
リ
ア
、

三
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中
世
秘
跡
論
争
─
関
口

フ
ラ
ン
ス
の
大
多
数
の
聖
職
者
の
あ
い
だ
で
は
、
洗
礼
と
叙
階
の
秘
跡
が
永
久
的

な
効
力
を
も
ち
、
そ
れ
が
反
復
で
き
な
い
こ
と
は
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
た
と
い

え
よ
う
。
十
一
世
紀
初
頭
に
、
サ
ン
ス
大
司
教
か
ら
シ
モ
ニ
ア
司
祭
の
処
遇
に
つ

い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
た
シ
ャ
ル
ト
ル
司
教
フ
ュ
ル
ベ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
回
答

し
た
。
シ
モ
ニ
ス
ト
に
対
し
て
は
聖
職
を
停
止
し
、
彼
に
二
年
間
の
悔
悛
を
課
す

必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
満
了
し
た
と
き
に
、
用
具
の
返
還
に
よ
っ
て
彼
を
も
と
の

品
級
に
戻
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
教
会
法
は
再
洗
礼
と
再
叙
階
を
禁
じ
て
い

る
か
ら
で
あ
る

）
（（
（

」
と
。

二　

教
皇
改
革
期
の
秘
跡
論
争
（
Ⅰ
）

　

教
皇
改
革
前
期
で
は
、
ク
レ
メ
ン
ス
二
世
か
ら
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
に
い
た
る

秘
跡
論
争
を
と
り
あ
げ
る
。
当
期
に
は
教
会
の
二
大
悪
弊
と
も
い
う
べ
き
シ
モ
ニ

ア
、
ニ
コ
ラ
イ
ズ
ム
の
追
放
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
大
々
的
に
展
開
さ
れ
た
。
離
教

者
、
被
破
門
者
、
そ
し
て
シ
モ
ニ
ス
ト
が
授
け
る
秘
跡
の
効
力
が
論
議
さ
れ
た
。

「
シ
モ
ニ
ア
異
端
」
《sim

o
n
iaca h

aeresis

》
な
る
用
語
が
流
布
し
、
シ
モ
ニ
ス
ト

が
授
与
す
る
秘
跡
の
効
力
を
め
ぐ
っ
て
教
皇
側
近
の
あ
い
だ
で
も
意
見
が
対
立
し

た
）
（（
（

。
一
つ
は
ペ
ト
ル
ス
・
ダ
ミ
ア
ー
ニ
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、

シ
モ
ニ
ス
ト
に
よ
っ
て
無
償
で
叙
階
さ
れ
た
者
の
秘
跡
を
有
効
と
み
な
す
立
場
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
は
キ

プ
リ
ア
ヌ
ス
の
理
論
を
受
継
い
で
シ
モ
ニ
ス
ト
叙
階
を
無
効
と
み
な
し
、
叙
階
の

や
り
直
し
を
求
め
た
。
両
代
表
が
と
も
に
修
道
士
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目

さ
れ
よ
う
。

　

ペ
ト
ル
ス
・
ダ
ミ
ア
ー
ニ
は
一
〇
五
二
年
夏
に
『
シ
モ
ニ
ス
ト
叙
階
論
』
を
著

し
た
。
ペ
ト
ル
ス
は
シ
モ
ニ
ス
ト
を
教
義
上
の
異
端
者
と
は
み
な
さ
な
い
。
彼
の

罪
は
不
信
心
《p

erfid
ia

》
よ
り
も
野
心
《am

b
itio

》
に
由
来
す
る
の
で
あ
り
、
彼

が
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
が
な
い

）
（（
（

。
神
は
司
祭
を
「
洗
礼
の
創
始

者
で
は
な
く
聖
役
者
に
し
た
」
《n

o
n
 au

cto
res b

ap
tism

i sed
 m

in
istro

s effecit

》

の
で
あ
り

）
（（
（

、
彼
は
恩
恵
を
伝
達
す
る
通
路
に
す
ぎ
な
い
。
聖
役
者
が
授
け
る
も
の

は
、
彼
の
資
質
、
性
格
と
は
か
か
わ
り
な
く
つ
ね
に
同
一
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
は

「
聖
別
の
権
能
」
《co

n
secran

d
i virtu

tem

》
を
み
ず
か
ら
に
留
保
し
て
お
り
、
こ

の
「
聖
別
権
」
《co

n
secratio

n
u
m

 iu
ra

》
を
誰
に
も
引
渡
し
は
し
な
い
。
こ
の
原

理
の
上
に
「
教
会
の
統
一
」
《u

n
itas aecclesiae

》
が
築
か
れ
る
と
ペ
ト
ル
ス
は

言
う

）
（（
（

。
た
だ
し
彼
は
条
件
を
つ
け
て
い
る
。
叙
階
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
三

位
一
体
の
神
に
対
す
る
信
仰
が
不
可
欠
だ
と
い
う
の
で
あ
る

）
（（
（

。

　

フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
主
著
『
シ
モ
ニ
ス
ト
駁
論
三
巻
』
（Adversus sim

oniacos 

libri tres

）
が
完
成
し
た
の
は
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
九
世
の
死
（
一
〇
五
八
年
三
月
）

の
前
後
で
あ
る
が
、
独
特
な
対
話
形
式
を
と
る
第
一
巻
は
、
す
で
に
レ
オ
九
世

の
晩
年
に
は
成
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る

）
（（
（

。
本
書
は
キ
プ
リ
ア
ヌ
ス
と
『
使
徒
教

令
』
の
影
響
を
強
く
こ
う
む
っ
て
い
る
。
フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
が
異
端
者
の
授
け
た

三
十
九
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洗
礼
の
効
力
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
受
洗
者
は
「
聖
化
力
の

な
い
洗
礼
の
フ
ォ
ル
マ
だ
け
を
受
け
と
っ
た
」
《fo

rm
am

 tan
tu

m
 b

ap
tism

i, sin
e 

san
ctificatio

n
is virtu

te, su
m

p
seru

n
t

》と
い
う

）
（（
（

。
洗
礼
の
フ
ォ
ル
マ
は
肉
体
の
「
沐

浴
な
い
し
洗
浄
」
《lavacru

m
 sive ab

lu
tio

n
em

》
に
す
ぎ
ず
、
内
的
な
働
き
を
生

ま
な
い

）
（（
（

。 

洗
礼
が
繰
返
さ
れ
な
い
こ
と
は
フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
も
承
知
し
て
お
り
、

洗
礼
の
フ
ォ
ル
マ
に
も
最
低
限
の
効
力
を
彼
は
認
め
て
い
た
ら
し
い
。
だ
が
シ
モ

ニ
ア
異
端
者
の
叙
階
に
対
し
て
は
、
フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
評
価
は
一
転
し
て
厳
し

い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
教
で
あ
っ
て
も
金
銭
と
引
換
え
に
叙
階
を

企
て
た
者
は
、
そ
の
叙
階
権
が
た
だ
ち
に
繋
が
れ
て
も
は
や
有
効
な
叙
階
を
な
し

え
な
く
な
る
。
シ
モ
ニ
ス
ト
司
教
の
こ
う
し
た
状
態
を
、
彼
は
動
き
を
や
め
た
「
操

り
人
形
」
《statu

n
cu

lu
s

》
に
た
と
え
て
い
る

）
（（
（

。
フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
言
う
。
「
無

償
で
聖
霊
を
受
取
ろ
う
と
し
な
い
者
が
決
し
て
真
実
の
霊
を
受
取
ら
な
い
こ
と
は

明
瞭
で
あ
る
。
で
は
一
体
何
を
彼
ら
は
受
取
る
の
か
？　

偽
り
の
霊
だ
。
彼
ら
は

こ
れ
を
疑
い
な
し
に
有
償
で
あ
れ
無
償
で
あ
れ
、
按
手
に
よ
っ
て
授
け
る
。
人
は

受
取
っ
た
も
の
以
上
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
ヒ
シ
か
ら
イ
チ
ジ
ク
が
、
キ
イ

チ
ゴ
か
ら
ブ
ド
ウ
が
収
穫
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
恩
恵
は
無
償
で
受
取
ら
れ
な
い

な
ら
ば
恩
恵
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
な
い
。
シ
モ
ニ
ス
ト
は
彼

ら
が
受
取
る
も
の
を
無
償
で
受
取
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
当
然
、
教
会
の
品

級
の
中
で
働
く
恩
恵
を
受
取
っ
て
い
な
い
。
受
取
っ
て
い
な
け
れ
ば
そ
れ
を
所
有

し
て
い
な
い
。
所
有
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
無
償
で
あ
れ
有
償
で
あ
れ
、
持
っ
て

い
な
い
も
の
を
誰
か
に
授
け
る
わ
け
に
は
い
か
ぬ
。
彼
ら
は
何
を
授
け
る
の
か
？

確
か
に
持
っ
て
い
る
も
の
だ
。
何
を
持
っ
て
い
る
の
か
？　

ほ
か
な
ら
ぬ
偽
り
の

霊sp
iritu

m
 m

en
d
acii

だ
）
（（
（

」
。
し
た
が
っ
て
シ
モ
ニ
ス
ト
叙
階
に
対
し
て
は
、
カ

ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
者
に
よ
る
叙
階
の
や
り
直
し
、
つ
ま
り
再
叙
階
が
必
要
に
な
る
。

　

ト
ゥ
ー
ル
司
教
だ
っ
た
ブ
ル
ー
ノ
が
レ
オ
九
世
と
し
て
教
皇
位
に
即
い
た
と

き
、
彼
は
幾
人
か
の
政
策
助
言
者
を
ト
ゥ
ー
ル
教
区
か
ら
つ
れ
て
き
て
い
た
。
そ

の
一
人
が
モ
ワ
イ
ア
ン
ム
ー
テ
ィ
エ
修
道
院
長
の
フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
で
あ
っ
た
。

彼
は
レ
オ
の
腹
心
と
し
て
教
皇
政
策
に
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
。
レ
オ
は
就

任
直
後
に
開
い
た
ロ
ー
マ
教
会
会
議
（
一
〇
四
九
年
四
月
）
で
何
人
か
の
シ
モ

ニ
ス
ト
の
司
教
を
廃
位
し
た
。
ペ
ト
ル
ス
・
ダ
ミ
ア
ー
ニ
に
よ
れ
ば
、
「
教
皇
が

シ
モ
ニ
ス
ト
に
よ
る
す
べ
て
の
叙
階
を
教
会
会
議
の
熱
狂
的
な
権
威
に
よ
っ
て
無

効
に
し
たcassasset

と
き

）
（（
（

」
ロ
ー
マ
の
多
数
の
司
祭
と
イ
タ
リ
ア
の
司
教
が
こ

れ
に
反
論
し
た
。
も
し
も
教
皇
が
シ
モ
ニ
ス
ト
叙
階
を
無
効
に
す
る
な
ら
ば
、
ほ

と
ん
ど
す
べ
て
の
教
会
で
司
教
の
聖
務
が
中
断
さ
れ
、
ミ
サ
が
執
行
さ
れ
な
く
な

ろ
う
。
そ
の
結
果
、
キ
リ
ス
ト
教
は
崩
壊
し
、
信
者
た
ち
は
絶
望
の
淵
に
沈
む
で

あ
ろ
う

）
（（
（

、
と
。
実
際
に
、
最
近
の
教
皇
の
幾
人
か
は
シ
モ
ニ
ス
ト
で
あ
り
（
ベ
ネ

デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
九
世
、
シ
ル
ヴ
ェ
ス
テ
ル
三
世
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
六
世
）
、
彼
ら

が
叙
階
し
た
聖
職
者
を
廃
位
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
司
牧
者
が
著
し
く
不
足
す
る

の
は
目
に
見
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
ク
レ
メ
ン
ス
二
世
の
教
令
、
す
な

わ
ち
シ
モ
ニ
ス
ト
に
よ
っ
て
叙
階
さ
れ
た
者
は
、
叙
階
者
が
シ
モ
ニ
ス
ト
で
あ
る

四
十



中
世
秘
跡
論
争
─
関
口

こ
と
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
四
十
日
間
の
贖
罪
に
服
す
る
が
、
そ
の
品
級
に
は
と

ど
ま
る
、
と
い
う
原
則
を
確
認
し
て
当
会
議
は
閉
会
し
た
の
で
あ
る

）
（（
（

。
し
か
し
レ

オ
は
こ
の
決
議
に
不
満
で
あ
っ
た
。
翌
年
九
月
の
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
教
会
会
議
で

教
皇
の
再
叙
階
問
題
が
取
上
げ
ら
れ
た
と
き
、
彼
は
こ
れ
に
謝
罪
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
教
会
会
議
の
非
難
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
レ
オ
は
そ
の

後
も
シ
モ
ニ
ス
ト
か
ら
の
受
品
者
を
再
叙
階
し
た
が
、
こ
れ
に
は
お
そ
ら
く
フ
ン

ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
意
向
が
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ペ
ト
ル
ス
は
後
に
こ
の
点

に
触
れ
て
「
今
は
亡
き
教
皇
レ
オ
九
世
が
幾
人
か
の
シ
モ
ニ
ス
ト
と
違
法
に
叙
階

さ
れ
た
者
を
、
あ
た
か
も
初
め
て
で
あ
る
か
の
よ
う
に
叙
階
し
た
こ
と
を
我
々
は

記
憶
し
て
い
る

）
（（
（

」
と
述
べ
た
。
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
リ
教
会
会
議
で
自
身
の
聖
餐
論
を

断
罪
さ
れ
た
ト
ゥ
ー
ルT

o
u
rs

の
ベ
レ
ン
ガ
リ
ウ
ス
は
、
意
趣
返
し
も
あ
っ
て
か

レ
オ
が
再
叙
階
し
た
高
位
聖
職
者
の
実
名
を
あ
げ
て
、
レ
オ
の
神
学
に
対
す
る
無

知
と
再
叙
階
の
責
任
を
問
い
た
だ
し
た

）
（（
（

。
レ
オ
の
気
持
は
大
き
く
揺
れ
動
い
た
。

一
〇
五
一
年
四
月
の
ロ
ー
マ
教
会
会
議
に
お
い
て
、
レ
オ
は
出
席
し
た
す
べ
て
の

司
教
に
神
の
憐
れ
み
を
乞
う
よ
う
に
求
め
、
シ
モ
ニ
ス
ト
叙
階
の
無
効
を
取
下
げ

た
の
で
あ
る

）
（（
（

。
こ
れ
を
承
け
て
ペ
ト
ル
ス
は
翌
年
夏
ま
で
に
『
シ
モ
ニ
ス
ト
叙
階

論
』
を
書
き
上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

一
〇
五
九
年
初
頭
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
二
世
は
前
教
皇
の
下
で
オ
ス
テ
ィ
ア
の
司
教

枢
機
卿
に
昇
任
し
て
い
た
ペ
ト
ル
ス
・
ダ
ミ
ア
ー
ニ
を
ミ
ラ
ノ
に
教
皇
特
使
と
し

て
派
遣
し
た

）
（（
（

。
同
行
者
は
ル
ッ
カ
司
教
ア
ン
セ
ル
ム
ス
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
ロ
ー

マ
教
会
の
首
位
権
を
ミ
ラ
ノ
教
会
に
認
め
さ
せ
る
こ
と
と
、
お
び
た
だ
し
い
数
の

シ
モ
ニ
ア
聖
職
者
の
処
分
問
題
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
パ
タ
リ
ア
か
ら
も
た
び
た
び

攻
撃
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ミ
ラ
ノ
で
は
シ
モ
ニ
ア
異
端
が
常
態
化
し
て
お

り
、
叙
階
の
際
の
料
金
表
ま
で
が
位
階
ご
と
に
慣
習
的
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。
た

と
え
ば
副
助
祭
に
な
る
に
は
十
二
デ
ナ
リ
ウ
ス
、
助
祭
職
は
十
八
デ
ナ
リ
ウ
ス
、

司
祭
職
は
二
十
四
デ
ナ
リ
ウ
ス
が
相
場
で
あ
っ
た
。
ペ
ト
ル
ス
は
、
ミ
ラ
ノ
大
司

教
グ
イ
ド
を
は
じ
め
全
聖
職
者
に
対
し
て
、
今
後
シ
モ
ニ
ア
行
為
を
繰
返
さ
ず
、

妻
帯
聖
職
者
と
交
わ
ら
な
い
旨
の
誓
約
書
を
提
出
さ
せ
た
上
で
、
全
員
に
贖
罪
を

命
じ
た
の
で
あ
る
。
罪
と
は
知
ら
ず
に
叙
階
料
金
を
支
払
っ
た
者
は
五
年
、
通
常

料
金
以
上
を
支
払
っ
た
者
は
七
年
の
贖
罪
に
服
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
そ
の
内

容
は
主
に
断
食
と
聖
地
巡
礼
（
ロ
ー
マ
、
ト
ゥ
ー
ル
）
で
あ
る
が
、
実
行
が
困
難

な
者
に
対
し
て
は
詩
篇
の
頌
読
、
貧
者
の
給
養
と
洗
足
が
課
さ
れ
た
。
こ
の
あ
と

で
ペ
ト
ル
ス
は
シ
モ
ニ
ス
ト
全
員
に
赦
免
を
与
え
て
、
も
と
の
位
階
に
戻
し
て
い

る
。
再
叙
階
は
行
わ
な
か
っ
た
。
ペ
ト
ル
ス
は
特
使
活
動
の
報
告
書
を
ま
と
め
、

こ
れ
を
ロ
ー
マ
教
会
の
大
助
祭
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
に
提
出
し
た
。
彼
は
異
議
を
は

さ
む
こ
と
な
く
当
報
告
書
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
。

　

シ
モ
ニ
ス
ト
に
対
す
る
こ
の
寛
大
な
処
置
が
フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
一
味
を
刺
激

し
、
彼
ら
の
態
度
を
硬
化
さ
せ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ロ
ー
マ
教
会
に
お
い
て

シ
モ
ニ
ス
ト
叙
階
を
め
ぐ
る
議
論
が
再
燃
し
、
は
げ
し
い
論
戦
が
か
わ
さ
れ
た
。

四
十
一
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一
〇
六
一
年
四
月
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
二
世
の
晩
年
に
開
催
さ
れ
た
ラ
テ
ラ
ノ
教
会
会

議
に
お
い
て
、
当
該
問
題
に
最
終
的
な
決
着
が
つ
け
ら
れ
た

）
（（
（

。
堀
米
庸
三
氏
は
、

当
会
議
の
教
令
に
つ
い
て
「
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
主
義
の
発
展
に
一
つ
の
段
階
を
画
し

た
も
の
で
あ
る

）
（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
本
教
令
を
重
視
す
る
点
で
は
私
も
同
じ
で
あ

る
が
、
そ
の
歴
史
的
評
価
に
関
し
て
は
氏
と
は
正
反
対
の
立
場
に
立
つ
。
ま
ず
当

会
議
で
公
布
さ
れ
た
四
ケ
条
の
カ
ノ
ン
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
カ
ノ

ン
第
四
条
は
二
年
前
に
制
定
さ
れ
た
教
皇
選
挙
規
定
の
確
認
で
あ
っ
て
、
反
シ
モ

ニ
ア
立
法
と
は
直
接
関
係
は
な
い
。
司
教
枢
機
卿
は
他
の
敬
虔
な
聖
職
者
、
俗
人

と
と
も
に
、
使
徒
座
の
侵
入
者
《in

vaso
r

》
に
対
し
て
は
警
戒
の
目
を
弛
め
て
は

な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
第
一
条
は
シ
モ
ニ
ス
ト
に
対
す
る
厳
し
い
規
定
で
あ

る
。
「
シ
モ
ニ
ス
ト
に
つ
い
て
は
彼
ら
が
仕
え
る
職
階
に
慈
悲
が
与
え
ら
れ
な
い

こ
と
を
定
め
、
教
会
法
の
制
裁
と
聖
教
父
の
教
令
に
も
と
づ
い
て
彼
ら
を
断
罪
し
、

使
徒
の
権
威
に
よ
っ
て
廃
位
す
る
こ
と
に
同
意
す
る

）
（（
（

」
と
。
本
教
令
に
関
連
す
る

第
三
条
は
、
将
来
の
シ
モ
ニ
ア
行
為
に
対
し
て
予
防
線
を
張
っ
た
も
の
と
言
え
よ

う
。
「
し
か
の
み
な
ら
ず
、
も
し
も
誰
か
が
将
来
、
シ
モ
ニ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が

疑
い
え
な
い
者
に
よ
っ
て
叙
階
さ
れ
る
な
ら
ば
、
授
階
者
も
受
階
者
も
等
し
く
断

罪
の
判
決
を
う
け
よ
う
。
両
人
は
と
も
に
廃
位
さ
れ
て
贖
罪
に
服
し
、
お
の
れ
の

職
階
を
永
久
に
失
う
こ
と
に
な
ろ
う

）
（（
（

」
。
シ
モ
ニ
ス
ト
に
は
慈
悲
が
与
え
ら
れ
な

い
の
み
か
将
来
に
わ
た
っ
て
厳
し
い
処
罰
の
対
象
に
な
る
と
い
う
規
定
に
は
、
フ

ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
意
向
が
つ
よ
く
働
い
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
当
会
議

の
教
令
の
中
で
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
は
第
二
条
で
あ
る
。
「
金
銭
に
よ
ら
ず
に

無
償
で
シ
モ
ニ
ス
ト
に
よ
っ
て
叙
階
さ
れ
た
者
を
如
何
に
扱
う
か
と
い
う
問
題
は

久
し
く
論
議
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
将
来
何
ぴ
と
に
も
異
論
を

と
な
え
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
い
っ
さ
い
の
疑
惑
の
結
び
目
を
ほ
ど
い
た

）
（（
（

」
と
前
置

き
し
て
か
ら
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
今
日
ま
で
シ
モ
ニ
ス
ト
に
よ
っ
て
無
償
で
叙

階
さ
れ
た
者
が
、
も
し
も
彼
ら
の
生
活
に
教
会
法
に
違
反
し
た
他
の
罪
が
見
出
だ

さ
れ
な
け
れ
ば
、
正
義
の
譴
責
に
よ
る
よ
り
は
慈
悲
を
考
慮
し
て
、
受
領
し
た
品

級
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
承
認
す
る

）
（（
（

」
と
。
つ
ま
り
当
カ
ノ
ン
は
、
た
と
い
司
教
が

シ
モ
ニ
ア
の
罪
で
汚
れ
て
い
て
も
、
彼
の
な
し
た
業
は
有
効
で
あ
る
と
い
う
原
則

を
確
認
し
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
つ
づ
け
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
シ
モ
ニ
ス
ト

に
よ
っ
て
無
償
で
叙
階
さ
れ
た
者
は
そ
の
数
が
あ
ま
り
に
多
い
の
で
、
彼
ら
に
対

し
て
「
教
会
法
の
厳
格
さ
」
《rego

rem
 can

o
n
ici vigo

ris

》
を
適
用
す
る
の
は
困

難
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
の
後
継
者
は
本
教
令
を
規
約
《regu

la

》
と
し
て
受

取
っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
教
父
た
ち
の
権
威
が
本
教
令
を
制
定
し
た
の
で

は
な
く
「
現
下
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
事
情
が
我
々
に
そ
の
容
認
を
迫
っ
た
か
ら
で

あ
る
」
《sed

 tem
p
o
ris n

im
ia n

ecessitas p
erm

itten
d
u
m

 a n
o
b
is exto

rsit

》
と
。

上
述
の
措
置
は
あ
く
ま
で
応
急
的
な
も
の
で
あ
っ
て
普
通
法
の
地
位
を
し
め
る
も

の
で
は
な
い
と
苦
し
い
言
い
訳
を
し
て
い
る
が
、
カ
ノ
ン
第
二
条
が
秘
跡
の
客
観

的
効
力
を
認
め
る
事
効
論
に
大
き
く
踏
込
ん
だ
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　

フ
リ
ッ
シ
ュ
が
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
当
ラ
テ
ラ
ノ
教
会
会
議
は
ペ
ト
ル

四
十
二



中
世
秘
跡
論
争
─
関
口

ス
・
ダ
ミ
ア
ー
ニ
の
神
学
理
論
に
軍
配
を
あ
げ
た
の
で
あ
る

）
（（
（

。
本
教
令
を
作
成
し

た
と
思
わ
れ
る
フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
不
承
不
承
ペ
ト
ル
ス
の
理
論
を
容
認
し
た
。

ド
レ
ス
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
お
の
れ
の
敗
北
を
曖
昧
に
表
現
す

る
す
べ
を
心
得
て
い
た
と
い
う

）
（（
（

。
第
一
、
第
三
条
カ
ノ
ン
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
フ

リ
ッ
シ
ュ
の
評
価
は
、
そ
の
後
ペ
ル
ス
タ
ー
、
ブ
ラ
ム
、
ド
レ
ス
ラ
ー
、
ク
ラ
ウ

ゼ
、
ラ
イ
ン
デ
ル
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ

）
（（
（

、
当
会
議
の
勝
者
が
フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
で

あ
っ
た
と
主
張
す
る
の
は
ミ
ヒ
ェ
ル
だ
け
で
あ
る

）
（（
（

。
堀
米
氏
は
当
教
令
を
「
基
本

的
に
は
フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
そ
の
例
外
規
定
に
お
い
て
ペ

ト
ル
ス=

ダ
ミ
ア
ー
ニ
説
に
譲
歩
し
た
折
衷
案

）
（（
（

」
で
あ
る
と
し
、
「
レ
オ
九
世
以

来
の
主
観
主
義
的
秘
跡
論
を
正
式
に
理
論
化
し
た
も
の

）
（（
（

」
と
み
な
し
た
。
通
説
と

は
正
反
対
の
解
釈
が
、
一
貫
し
て
氏
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
論
の
根
底
に
あ
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
落
胆
は
大
き
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
彼
は
当
会
議
の
閉

幕
か
ら
一
ケ
月
を
待
た
ず
に
同
年
五
月
五
日
に
世
を
去
っ
て
い
る
。
ペ
ト
ル
ス
・

ダ
ミ
ア
ー
ニ
が
『
シ
モ
ニ
ス
ト
叙
階
論
』
の
追
記
を
書
い
た
の
は
そ
の
直
後
で
あ
っ

た
）
（（
（

。
白
熱
し
た
議
論
の
あ
と
で
シ
モ
ニ
ス
ト
叙
階
の
問
題
は
つ
い
に
「
法
的
な
結

論
」
《iu

d
icialis sen

ten
tiae lim

item

》
に
到
達
し
た
。
つ
ま
り
、
法
令
が
厳
し
す

ぎ
る
と
「
全
教
会
秩
序
が
崩
壊
す
る
」
お
そ
れ
が
あ
り
、
法
令
が
寛
大
に
す
ぎ

る
と
「
シ
モ
ニ
ア
の
疫
病
が
頑
強
な
力
を
回
復
す
る
」
《sym

o
n
iaca p

estis vim
 

ro
b
o
ris o

p
tin

eret

》
危
険
が
生
ま
れ
る
の
で
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
の
で
あ

る
）
（（
（

、
と
。
そ
の
ご
多
少
の
振
幅
は
あ
っ
た
が
、
シ
モ
ニ
ス
ト
叙
階
を
め
ぐ
る
改
革

教
皇
の
態
度
は
基
本
的
に
は
当
教
会
会
議
に
お
い
て
定
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
ペ
ト
ル
ス
・
ダ
ミ
ア
ー
ニ
が
ミ
ラ
ノ
に
教
皇
特
使
と
し
て

派
遣
さ
れ
た
と
き
の
同
行
者
は
ア
ン
セ
ル
ム
ス
（
の
ち
の
教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル

二
世
）
、
活
動
報
告
書
を
受
理
し
た
教
皇
庁
の
責
任
者
は
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
（
の

ち
の
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
）
で
あ
っ
た
。
両
人
が
と
も
に
ペ
ト
ル
ス
の
見
解

に
同
意
し
て
い
た
こ
と
に
ま
ず
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル

二
世
が
パ
タ
リ
ア
運
動
を
支
援
し
た
た
め
に
、
堀
米
氏
は
彼
を
「
パ
タ
リ
ア
派

聖
職
者
に
属
し
た

）
（（
（

」
と
い
う
が
、
彼
の
秘
跡
論
は
正
統
理
論
の
域
を
出
る
も
の

で
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
シ
モ
ニ
ス
ト
に
よ
っ
て
叙
階
さ
れ
た
」
《a sim

o
n
iaco

 

o
rd

in
atu

s fu
isset

》
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
一
枢
機
卿
に
よ
っ
て
司
教
を
廃
位
さ

れ
た
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
な
る
人
物
を
、
も
し
も
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
「
も

と
の
職
階
に
戻
す
」
《in

 in
tegru

m
 eu

m
 restitu

at

》
よ
う
に
メ
ッ
ス
司
教
に
命
じ

て
い
る

）
（（
（

。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
の
考
え
も
こ
れ
と
変
ら
な
い
。
シ
モ
ニ
ス
ト
と
し

て
悪
名
高
い
リ
エ
ー
ジ
ュ
司
教
デ
ィ
ー
ト
ウ
ィ
ン
に
宛
て
て
、
彼
の
罪
は
正
義
に

よ
っ
て
譴
責
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
高
齢
と
メ
ッ
ス
司
教
ヘ
ル
マ
ン
の
執
り

成
し
に
よ
り
宥
恕
す
る
、
今
後
は
教
区
に
聖
職
者
の
貞
潔
の
理
想
を
実
現
す
る
た

め
に
聖
座
に
協
力
を
惜
し
ま
な
い
よ
う
に
、
と
書
き
お
く
っ
て
い
る
（
一
〇
七
五

年
三
月

）
（（
（

）
。

四
十
三



山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
四
十
巻
第
二
号

　

一
〇
七
八
年
三
月
三
日
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
は
ロ
ー
マ
に
四
旬
節
会
議
を
開

催
し
た
。
同
会
議
で
決
議
さ
れ
た
カ
ノ
ン
第
十
四
条
は
「
被
破
門
者
に
よ
っ
て
叙

階
さ
れ
た
者
の
秘
跡
は
、
聖
教
父
の
例
に
な
ら
い
、
我
々
は
こ
れ
を
イ
リ
ト
ゥ
ス

と
み
な
すirritu

s fieri cen
sem

u
s

（
（（
（

」
と
規
定
し
た
。
イ
リ
ト
ゥ
ス
《irritu

s

》
の

語
義
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
無
効
と
解
す
る
ミ
ル
プ
ト
、
ニ
チ
ュ
ケ
ら
の
意
見

）
（（
（

と
、
秘
跡
じ
た
い
は
有
効
だ
が
実
際
に
は
効
果
が
な
い
と
み
な
す
サ
ル
テ
の
意
見

）
（（
（

が
対
立
し
て
い
た
が
、
長
年
に
わ
た
る
論
争
に
決
着
を
つ
け
た
の
は
ボ
リ
ー
ノ
で

あ
る

）
（（
（

。
彼
は
イ
リ
ト
ゥ
ス
が
懲
戒
的
な
意
味
を
も
つ
用
語
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、

そ
れ
は
「
ふ
さ
わ
し
く
な
い
人
物
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
た
品
級
の
行
使
を
禁
ず
る

と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
秘
跡
的
に
無
効
の
意
味
で
は
な
い

）
（（
（

」
と
結
論
し
た
。
ギ

ル
ク
リ
ス
ト
は
教
皇
改
革
期
の
教
会
関
係
史
料
を
綿
密
に
分
析
し
て
、
イ
リ
ト
ゥ

ス
は
「
有
効
で
は
あ
る
が
違
法
」
《valid

 b
u
t illicit

》
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
つ

き
と
め
、
サ
ル
テ
と
ボ
リ
ー
ノ
の
見
解
を
裏
づ
け
た

）
（（
（

。
教
会
法
史
の
専
門
家
Ｒ
・

サ
マ
ヴ
ィ
ル
も
ギ
ル
ク
リ
ス
ト
の
結
論
を
お
お
む
ね
支
持
し
て
い
る

）
（（
（

。
そ
の
場
合

に
厄
介
な
問
題
を
投
げ
か
け
る
の
は
、
一
〇
七
八
年
前
半
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世

の
教
皇
特
使
オ
ロ
ロ
ン
司
教
ア
マ
ト
ゥ
ス
が
ヘ
ロ
ー
ナ
で
開
い
た
教
会
会
議
の
教

令
で
あ
る

）
（（
（

。
そ
の
第
十
一
条
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
も
し
も
教
会
が
金
銭
に
よ
り
、

あ
る
い
は
シ
モ
ニ
ス
ト
に
よ
っ
て
聖
別
さ
れ
た
な
ら
ば
、
教
会
法
的
に
正
統
な
司

教
に
よ
っ
て
聖
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
も
し
も
聖
職
者
が
金
銭
の
提

供
に
よ
り
、
あ
る
い
は
シ
モ
ニ
ス
ト
に
よ
っ
て
叙
階
さ
れ
た
な
ら
ば
、
同
様
に
カ

ト
リ
ッ
ク
の
司
教
に
よ
っ
て
叙
階
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
行
為
に
お
い
て

存
在
す
る
の
は
聖
別
の
繰
返
し
で
は
な
く
、
聖
別
そ
の
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

有
効
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る

）
（（
（

」
。
こ
こ

に
は
明
ら
か
に
シ
モ
ニ
ス
ト
に
よ
る
聖
別
、
叙
階
の
無
効
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
カ
ノ
ン
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
自
身
の
見
解
を
反
映
す
る

も
の
で
は
な
い

）
（（
（

。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
二
人
の
常
任
特
使
、
デ
ィ
司
教
ユ
ー
グ
と
オ

ロ
ロ
ン
司
教
ア
マ
ト
ゥ
ス
が
教
皇
以
上
に
シ
モ
ニ
ア
、
ニ
コ
ラ
イ
ズ
ム
に
仮
借
な

い
批
判
を
加
え
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
ボ
リ
ー
ノ
が
言
う
よ
う
に
、
ヘ

ロ
ー
ナ
教
会
会
議
の
カ
ノ
ン
は
教
皇
特
使
が
教
皇
の
意
志
を
伺
い
、
諾
否
を
問
い

か
け
た
も
の
（q

u
aestio

 ven
tilata

）
で
あ
っ
て

）
（（
（

、こ
れ
に
対
す
る
教
皇
の
回
答
は
、

同
年
秋
に
開
か
れ
た
ロ
ー
マ
教
会
会
議
（
一
〇
七
八
年
十
一
月
十
九
日
）
に
お
い

て
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
そ
の
意
図
を
も
っ
て
、
金
銭
、
懇
願
、
他
人
へ
の
追

従
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
、
教
会
法
の
規
定
に
の
っ
と
っ
た
聖
職
者
と
民
衆
の
一
致

し
た
同
意
に
も
と
づ
か
な
い
、
し
か
も
聖
別
権
者
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
な
い
叙
階

を
、
我
々
は
イ
リ
ト
ゥ
ス
と
判
定
す
るirritas esse d

iiu
d
icam

u
s

。
な
ぜ
な
ら
戸

口
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
入
ら
な
い
受
階
者
は
、
真
理
そ
の
も
の
が
証
言

す
る
よ
う
に
、
盗
人
で
あ
り
強
盗
だ
か
ら
で
あ
る

）
（（
（

」
と
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な

叙
階
は
た
と
い
有
効
で
あ
っ
て
も
是
認
さ
れ
な
い
違
法
な
も
の
で
あ
り
、
神
学
的

に
は
稔
り
の
な
い
叙
階
で
あ
る
と
判
断
を
下
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
再
叙

階
は
ま
っ
た
く
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
一
〇
八
五

四
十
四



中
世
秘
跡
論
争
─
関
口

年
四
月
、
オ
ス
テ
ィ
ア
の
司
教
枢
機
卿
オ
ド
が
ク
ヴ
ェ
ー
ト
リ
ン
ブ
ル
ク
に
召
集

し
た
教
会
会
議
は
、
侵
入
者
の
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ヴ
ィ
ジ
ロ
ほ
か
二
人
の
司
教
が

授
け
た
叙
階
と
被
破
門
者
が
授
け
た
叙
階
お
よ
び
聖
別
を
、
同
様
に
「
ま
っ
た
く

イ
リ
ト
ゥ
ス
で
あ
る
」
《p

en
itu

s irritiae

》
と
宣
告
し
た

）
（（
（

。
堀
米
氏
は
、
レ
オ
九

世
か
ら
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
に
い
た
る
改
革
教
皇
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
正
統

理
論
を
捨
て
、
ド
ナ
テ
ィ
ス
ト
の
立
場
を
と
っ
た
と
主
張
す
る
。
し
か
し
一
時
期

の
レ
オ
九
世
を
の
ぞ
い
て
、
教
会
の
公
式
機
関
が
再
叙
階
を
命
じ
た
り
、
そ
れ
を

教
令
と
し
て
定
め
た
ケ
ー
ス
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
。
こ
れ
を
主
張
す
る
の
は
ほ

か
な
ら
ぬ
ミ
ル
プ
ト
な
の
で
あ
る

）
（（
（

。
彼
が
例
外
的
ケ
ー
ス
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の

は
一
〇
七
八
年
の
ヘ
ロ
ー
ナ
教
会
会
議
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
改
革
教
皇
権
の
公
式

の
見
解
で
な
か
っ
た
こ
と
は
前
述
の
説
明
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

三　

教
皇
改
革
期
の
秘
跡
論
争
（
Ⅱ
）　

　

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
末
期
か
ら
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
期
に
か
け
て
著
作
に
従
事
し

た
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
の
修
道
士
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
の
秘
跡
論
は
ウ
ル
バ
ヌ
ス
に
少
な

か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
る
。
彼
自
身
は
フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
著
書
を
知
ら
な

か
っ
た
が
、
異
端
者
が
授
け
た
洗
礼
の
効
力
に
関
す
る
レ
オ
一
世
の
書
簡
か
ら
ヒ

ン
ト
を
得
て
独
自
の
フ
ォ
ル
マ
論
を
展
開
し
た
。
「
異
端
者
に
よ
っ
て
叙
階
さ
れ

た
者
は
、
聖
別
で
は
な
く
、
聖
化
力
な
き
聖
別
の
フ
ォ
ル
マ
の
み
を
受
取
っ
た
と

考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
フ
ォ
ル
マ
は
、
聖
な
る
教
会
の
同
意
を
得
た
の
ち
に
聖

化
力
を
付
与
さ
れ
て
改
宗
者
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
叙
階
の
繰

返
し
に
よ
っ
て
完
全
に
追
い
払
わ
れ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
目
下
の
と
こ

ろ
、
い
ず
れ
が
合
理
的
な
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い

）
（（
（

」
。
明
ら
か
な
よ
う
に
ベ
ル

ナ
ル
ド
ゥ
ス
の
言
う
フ
ォ
ル
マ
は
外
的
な
し
る
し
づ
け
で
あ
っ
て
、
魂
に
刻
ま
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
教
会
が
同
意
す
れ
ば
そ
れ
は
受
入
れ
ら
れ
て
聖
化
力
を
取
得

す
る
の
だ
が
、
同
意
の
具
体
的
な
方
法
と
手
続
に
つ
い
て
は
な
に
も
述
べ
ら
れ
て

い
な
い
。
正
式
の
叙
階
に
よ
っ
て
こ
の
フ
ォ
ル
マ
を
と
り
除
く
こ
と
が
可
能
だ
と

い
う
の
は
、
実
際
に
は
再
叙
階
の
容
認
を
意
味
し
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
ベ
ル

ナ
ル
ド
ゥ
ス
は
の
ち
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
書
を
読
ん
で
『
被
破
門
者
の
秘

跡
に
つ
い
て
』
を
書
き
上
げ
、
こ
れ
ま
で
の
主
張
を
根
底
か
ら
改
め
る
に
い
た
っ

た
）
（（
（

。
彼
は
「
秘
跡
そ
の
も
の
」
《veritas sacram

en
to

ru
m

》
と
「
秘
跡
の
働
き
」

《effectu
s sacram

en
ti

》
を
区
別
し
、
教
会
外
で
授
け
ら
れ
た
秘
跡
は
、
た
と
い

有
効
で
あ
っ
て
も
効
能
が
な
い
の
み
か
「
無
益
か
つ
有
害
で
あ
る
」
《in

u
tiliter 

et p
ern

icio
se

（
（（
（

》
と
さ
え
述
べ
て
い
る
。
教
皇
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
叙
階
を

無
効
と
し
た
七
六
九
年
の
ロ
ー
マ
教
会
会
議
と
レ
オ
八
世
の
叙
階
を
無
効
と
し
た

九
六
四
年
の
ロ
ー
マ
教
会
会
議
を
批
評
し
て
、
こ
れ
は
「
先
例
と
み
な
さ
れ
る
よ

り
は
む
し
ろ
排
斥
さ
れ
る
べ
き
だ

）
（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
ま
た

こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
て
き
た
叙
階
の
秘
跡
の
按
手
と
和
解
の
儀
式
に
お

け
る
按
手
を
明
確
に
区
別
し
た
の
も
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
の
功
績
で
あ
っ
た
。
こ
れ

四
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も
彼
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
か
ら
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
「
和
解
し
た
者
は

按
手
に
よ
っ
て
品
級
の
保
持
が
認
め
ら
れ
た
と
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り
、

こ
れ
は
聖
な
る
品
級
が
授
け
ら
れ
る
叙
階
の
按
手
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て

我
々
が
悔
悛
者
を
受
入
れ
て
い
る
和
解
の
按
手
と
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

）
（（
（

」
。

す
で
に
ペ
ト
ル
ス
・
ダ
ミ
ア
ー
ニ
は
『
シ
モ
ニ
ス
ト
叙
階
論
』
の
中
で
、
カ
ト
リ
ッ

ク
に
帰
正
し
た
カ
タ
リ
派
（=

ノ
ヴ
ァ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
派
）
の
聖
職
者
に
は
按
手
が

な
さ
れ
る
が
、
彼
ら
の
品
級
は
奪
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
た
。
十
一
世

紀
後
半
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
和
解
の
儀
式
と
し
て
の
按
手
を
、
ミ
ヒ
ェ
ル
の

よ
う
に
再
叙
階
の
意
味
に
理
解
し
て
は
な
ら
な
い

）
（（
（

。
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
自
身
は

再
叙
階
を
は
っ
き
り
と
禁
止
し
た
。
「
聖
教
父
た
ち
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
流
儀
で

cath
o
lico

 m
o
re

三
位
一
体
へ
の
呼
び
か
け
を
行
わ
な
い
パ
ウ
ロ
派
や
そ
れ
に
類

す
る
宗
派
を
の
ぞ
い
て
、
異
端
者
か
ら
改
宗
し
た
聖
職
者
の
再
叙
階
を
決
し
て
認

め
な
か
っ
た
の
で
あ
る

）
（（
（

」
と
。

　

ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
の
側
近
で
あ
っ
た
セ
ニ
の
司
教
枢
機
卿
ブ
ル
ー
ノ
は
、
そ
の

『
シ
モ
ニ
ス
ト
考
』
の
中
で
秘
跡
の
フ
ォ
ル
マ
に
つ
い
て
論
じ
た

）
（（（
（

。
彼
は
「
秘
跡

の
フ
ォ
ル
マ
」
《fo

rm
a sacram

en
ti

》
と
「
秘
跡
の
効
能
」
《virtu

s sacram
en

ti
》

を
区
別
し
、
教
会
外
で
あ
っ
て
も
三
位
一
体
の
名
に
お
い
て
授
け
ら
れ
た
秘
跡
は

フ
ォ
ル
マ
を
有
し
、
再
洗
礼
、
再
叙
階
は
不
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
正
し

い
フ
ォ
ル
マ
を
も
つ
異
端
者
は
「
司
教
の
按
手
に
よ
っ
て
の
み
教
会
と
和
解
さ
せ

ら
れ
る

）
（（（
（

」
の
で
あ
り
、
こ
の
帰
正
の
儀
式
に
よ
っ
て
彼
は
秘
跡
の
効
能
を
回
復
す

る
。
彼
の
い
う
フ
ォ
ル
マ
は
霊
印
の
教
義
に
か
ぎ
り
な
く
近
づ
い
て
い
る
。
ブ
ル
ー

ノ
が
活
躍
し
た
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
・
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
期
に
は
、
異
端
者
や
シ
モ

ニ
ス
ト
に
よ
る
叙
階
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
本
質
的
に
有
効
で
あ
る
と
み
な
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
の
秘
跡
理
論
を
み
て
み
よ
う
。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
が
教
皇
就
任
当

初
に
い
だ
い
て
い
た
理
論
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
教
が
破
門
さ
れ
離
教
し
た
の
ち

に
授
け
た
叙
階
と
「
教
会
外
で
」
（e

xtra E
cclesiam

）
聖
別
さ
れ
た
司
教
が
授
け

た
叙
階
を
区
別
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
サ
ル
テ
が
「
カ
ト
リ
ッ
ク

的
叙
階
」（o

rd
in

atio
 cath

o
lica

）
と
名
づ
け
た
理
論
で
あ
る

）
（（（
（

。
一
〇
八
九
年
初
頭
、

被
破
門
者
が
授
け
た
秘
跡
の
効
力
に
つ
い
て
ミ
ラ
ノ
大
司
教
か
ら
質
問
を
う
け
た

教
皇
は
次
の
よ
う
に
回
答
し
た
。
「
教
会
内
で
叙
階
さ
れ
た
が
、
シ
ス
マ
に
よ
っ

て
教
会
か
ら
離
れ
た
者
が
さ
さ
げ
る
犠
牲
（
ミ
サ
聖
祭
）
を
、
我
々
は
教
父
た
ち

の
権
威
に
よ
っ
て
取
消
す
こ
と
は
な
いn

o
n
 exsu

ffl
am

u
s

（
（（（
（

」
。
こ
こ
で
は
ミ
サ
の

効
力
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
ウ
ル
バ
ヌ
ス
は
当
原
則
を
叙
階
の
秘
跡
一
般
に

適
用
し
た
の
で
あ
る
。
同
年
四
月
十
八
日
に
ド
イ
ツ
の
教
皇
特
使
コ
ン
ス
タ
ン
ツ

司
教
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
に
対
し
て
、
叙
階
の
効
力
の
問
題
に
つ
い
て
は
近
々
開
催
予

定
の
教
会
会
議
で
決
着
を
つ
け
る
と
述
べ
て
か
ら
次
の
よ
う
に
言
う
。
破
門
さ
れ

て
は
い
る
が
以
前
に
カ
ト
リ
ッ
ク
だ
っ
た
司
教
に
よ
っ
て
シ
モ
ニ
ア
な
し
に
叙
階

さ
れ
た
者
は
「
彼
が
受
領
し
た
品
級
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
承
認
す
る
が
、
上
位
の
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中
世
秘
跡
論
争
─
関
口

品
級
へ
の
進
級
は
認
め
な
い
」
と(（（（

(

。

　

し
か
し
な
が
ら
ウ
ル
バ
ヌ
ス
は
ま
も
な
く
こ
の
「
カ
ト
リ
ッ
ク
的
叙
階
」
の
理

論
を
捨
て
、
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
や
ブ
ル
ー
ノ
の
影
響
下
に
「
秘
跡
の
フ
ォ
ル
マ
」

《fo
rm

a sacram
en

ti

》
の
理
論
を
採
用
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
教
皇
は
パ
ヴ
ィ
ー

ア
の
聖
ユ
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ウ
ス
聖
堂
参
事
会
長
ル
キ
ウ
ス
に
書
い
て
い
る
。
離
教
者

や
異
端
者
の
秘
跡
は
「
秘
跡
の
フ
ォ
ル
マ
」
《fo

rm
a sacram

en
to

ru
m

》
を
も
つ

が
、
「
力
の
働
き
」
《virtu

tis effectus

》
は
も
た
な
い
。
力
の
働
き
（
効
能
）
を

回
復
す
る
に
は
「
按
手
に
よ
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
的
一
致
に
帰
順
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い(（（（

(

」
と
。
ミ
ラ
ノ
大
司
教
ア
ン
セ
ル
ム
ス
に
は
、
棄
教
者
と
和
解
す
る
に

は
「
彼
ら
に
按
手
を
授
け
、
塗
油
を
除
き
聖
別
に
必
要
な
他
の
す
べ
て
の
祭
具
を

引
渡
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い(（（（

(

」
と
書
き
送
っ
て
い
る
。
司
祭
以
上
の
叙
階
式
に
塗

油
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
ロ
ー
マ
で
は
九
世
紀
後
半
と
推
定
さ
れ
る
が(（（（

(

、
叙
階
の

不
可
欠
の
質
料
を
塗
油
と
み
な
す
ウ
ル
バ
ヌ
ス
の
基
本
的
立
場
が
こ
こ
に
示
さ
れ

て
い
る
。
堀
米
氏
の
言
う
塗
油
本
質
論
が
こ
れ
で
あ
る(（（（

(

。
塗
油
だ
け
は
繰
返
す
こ

と
が
で
き
な
い
た
め
、
ウ
ル
バ
ヌ
ス
も
司
祭
以
上
の
品
級
に
つ
い
て
は
再
叙
階
を

許
さ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
塗
油
を
欠
く
助
祭
以
下
の
品
級
に
つ
い
て

は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
教
に
よ
っ
て
叙
階
を
や
り
直
さ
せ
た
。
た
と
え
ば
ト
リ
ー

ア
教
会
の
大
助
祭
ポ
ポ
が
メ
ッ
ス
司
教
に
選
出
さ
れ
た
と
き
、
ウ
ル
バ
ヌ
ス
は
こ

れ
を
了
承
し
た
が
、
彼
が
シ
モ
ニ
ス
ト
に
よ
っ
て
助
祭
に
叙
階
さ
れ
た
の
を
知
っ

て
、
叙
階
の
や
り
直
し
を
命
じ
た
。
い
わ
く
、
「
当
該
品
級
を
別
の
カ
ト
リ
ッ
ク

の
司
教
か
ら
受
取
る
よ
う
に
命
令
す
る(（（（

(

」と
。
教
皇
は
ま
た
助
祭
ダ
イ
ン
ベ
ル
ト
ゥ

ス
を
ピ
サ
司
教
に
聖
別
す
る
に
あ
た
っ
て
、
彼
が
離
教
者
の
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
に

よ
っ
て
助
祭
に
叙
階
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
、
叙
階
の
や
り
直
し
を
命
じ

て
い
る
。
こ
れ
に
驚
い
た
人
達
に
ウ
ル
バ
ヌ
ス
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。
「
（
ダ

イ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
再
叙
階
を
）
我
々
は
繰
返
し
と
み
な
さ
れ
る
と
は
思
わ
ず
、

助
祭
職
の
完
全
な
授
与
と
考
え
て
い
る
。
…
何
も
所
有
し
な
か
っ
た
者
は
何
も
与

え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る(（（（

(

」
と
。
こ
の
興
味
深
い
箇
所
は
、
ミ
ー

ニ
ュ
版
の
ウ
ル
バ
ヌ
ス
書
簡
集
に
は
欠
落
し
て
お
り
、
シ
ャ
ル
ト
ル
司
教
イ
ヴ
ォ

の
『
教
会
法
通
覧
』
（Panorm

ia

）
に
収
録
さ
れ
た
ウ
ル
バ
ヌ
ス
の
テ
キ
ス
ト
の

中
に
出
て
く
る(（（（

(

。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
の
塗
油
本
質
論
は
神
学
に
影
響
を
与
え
な
か
っ
た

わ
け
で
は
な
い
が
、む
し
ろ
後
世
に
混
乱
を
も
た
ら
す
原
因
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

帝
国
の
平
和
の
回
復
を
議
論
す
る
ピ
ア
チ
ェ
ン
ツ
ァ
教
会
会
議
の
開
催
を
間
近

に
ひ
か
え
て
、
重
責
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
教
皇
特
使
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
司
教
ゲ
ー
プ
ハ

ル
ト
は
、
同
教
区
の
修
道
士
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
の
意
見
を
も
と
め
た
。
ベ
ル
ナ
ル

ド
ゥ
ス
が
提
出
し
た
意
見
書
は
『
再
叙
階
の
忌
避
と
被
破
門
者
に
よ
っ
て
洗
礼
を

授
け
ら
れ
た
幼
児
の
救
済
に
つ
い
て(（（（

(

』
と
題
さ
れ
て
い
た
。
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
が

こ
こ
で
提
言
し
た
の
は
、
被
破
門
者
や
離
教
者
に
よ
っ
て
叙
階
さ
れ
た
者
を
悔
悛

者
と
し
て
受
入
れ
る
場
合
、
い
か
な
る
理
由
が
あ
っ
て
も
再
叙
階
は
避
け
る
べ
き

だ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
部
の
感
情
的
な
聖
職
者
を
牽
制
し
て
、
彼
は
次
の

よ
う
に
述
べ
た
。
「
被
破
門
者
に
よ
っ
て
叙
階
さ
れ
た
者
を
、
彼
ら
が
た
と
い
悔

四
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悛
し
て
も
、も
と
の
品
級
に
戻
さ
な
い
で
再
叙
階
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
、
い
た
っ

て
単
純
で
熱
心
な
者
た
ち
が
い
る
。
彼
ら
は
破
門
の
さ
な
か
に
掠
め
と
ら
れ
た
秘

跡
を
躊
躇
な
く
完
全
に
吹
消
す
や
か
ら
で
あ
る(（（（

(

」
と
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著

書
を
精
読
し
て
い
た
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
自
明
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
一
〇
九
五
年
三
月
に
ウ
ル
バ
ヌ
ス
が
み
ず
か
ら
主
宰
し
た
ピ
ア
チ
ェ
ン
ツ
ァ

教
会
会
議
は
、
同
年
十
一
月
に
召
集
さ
れ
た
ク
レ
ル
モ
ン
教
会
会
議
と
並
ん
で
、

同
教
皇
期
の
最
も
重
要
な
教
会
会
議
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う(（（（

(

。
当
会
議
の
議
事
録

は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
十
五
ケ
条
の
教
令
が
残
さ
れ
て
お
り
、こ
の
う
ち
我
々

の
当
面
す
る
課
題
に
関
係
す
る
の
は
六
つ
の
教
令
（
カ
ノ
ン
第
二
、
三
、
四
、
八
、
九
、

十
条
）
で
あ
る
。
当
会
議
は
シ
モ
ニ
ス
ト
叙
階
を
離
教
者
、
異
端
者
の
叙
階
と
ほ

ぼ
同
等
に
あ
つ
か
っ
て
い
る
。
金
銭
の
贈
与
な
い
し
約
束
と
引
換
に
な
さ
れ
た
叙

階
は
イ
リ
ト
ゥ
ス
で
あ
り
、
効
能
《vires

》
を
も
た
な
い
（
第
二
条
）
。
つ
ま
り
、

こ
の
叙
階
は
有
効
で
は
あ
る
が
違
法
で
あ
り
、
実
際
の
働
き
を
も
た
な
い
の
で
あ

る
。
シ
モ
ニ
ス
ト
の
シ
モ
ニ
ア
な
し
の
叙
階
は
、
授
階
者
が
シ
モ
ニ
ス
ト
で
あ
る

こ
と
を
受
階
者
が
知
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
教
会
に
よ
っ
て
受
入
れ
ら
れ
る
（
第

三
条
）
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
叙
階
は
有
効
か
つ
完
全
で
あ
る
。
し
か
し
授
階
者
が

シ
モ
ニ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
彼
か
ら
叙
階
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
叙

階
は
イ
リ
ト
ゥ
ス
で
あ
る
（
第
四
条
）
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
と
ロ
ー
マ
教
会
に

よ
っ
て
排
斥
さ
れ
た
の
ち
に
、
異
端
者
グ
イ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
（
ク
レ
メ
ン
ス
三
世
）

が
行
っ
た
叙
階
は
イ
リ
ト
ゥ
ス
で
あ
る
（
第
八
条
）
。
名
指
し
で
破
門
さ
れ
た
異

端
者
、
お
よ
び
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
教
が
存
命
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
の
座

を
不
法
に
占
拠
し
た
侵
入
者
が
執
り
行
っ
た
叙
階
も
同
様
に
違
法
で
あ
る
（
第
九

条
）
。
し
か
し
カ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
叙
階
さ
れ
た
が
、
シ
ス
マ
の
と
き
に
ロ
ー
マ

教
会
か
ら
離
反
し
た
司
教
に
よ
っ
て
叙
階
さ
れ
た
者
は
、
彼
ら
が
保
持
す
る
品
級

に
お
い
て
受
入
れ
ら
れ
る
（
第
十
条
）
。
つ
ま
り
最
後
の
ケ
ー
ス
で
は
叙
階
は
有

効
か
つ
完
全
で
あ
る
が
、
第
八
、
九
条
で
は
叙
階
は
有
効
で
あ
る
が
違
法
で
あ
り
、

恩
恵
の
働
き
が
な
い
と
い
う
意
味
で
不
完
全
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
受
階
者
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
に
帰
正
し
た
と
き
に
、
和
解
の
按
手
に
よ
っ
て
秘
跡
の
効
能
を
回
復

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
が
一
〇
九
七
年
に
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
司
教
ベ
ル

ナ
ル
ド
ゥ
ス
に
宛
て
た
書
簡
で
、
グ
イ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
叙
階
さ
れ
た
聖
職

者
に
対
し
て
は
、
祈
り
の
儀
式
に
お
い
て
按
手
礼
を
授
け
て
か
ら
教
会
に
受
入
れ

る
よ
う
に
指
示
を
あ
た
え
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る(（（（

(

。

　

シ
モ
ニ
ス
ト
お
よ
び
離
教
者
の
叙
階
を
有
効
と
み
な
す
理
論
は
、
次
代
の
パ
ス

カ
リ
ス
二
世
に
受
継
が
れ
て
い
っ
た
（
一
一
〇
六
年
十
月
の
グ
ア
ス
タ
ッ
ラ
教
会

会
議
）
。
そ
れ
は
秘
跡
そ
の
も
の
と
秘
跡
の
働
き
（
効
能
）
を
区
別
し
た
ベ
ル
ナ

ル
ド
ゥ
ス
お
よ
び
リ
エ
ー
ジ
ュ
の
ア
ル
ゲ
リ
ク
ス
の
理
論
で
も
あ
り
、
両
人
は

と
も
に
こ
れ
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
の
忠
実
な
弟
子
で
あ
っ
た
ア
ル
ゲ
リ
ク
ス
は
『
慈
悲
と
正
義
の
書
』
（Liber 

de m
isericordia et iustitia

）
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る(（（（

(

。
彼
は
ペ
ト
ル
ス
・

ダ
ミ
ア
ー
ニ
が
シ
モ
ニ
ス
ト
を
異
端
者
と
み
な
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
口
を
き
わ
め

四
十
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中
世
秘
跡
論
争
─
関
口

て
非
難
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
秘
跡
論
に
関
し
て
言
え
ば
、
両
者
の
あ
い

だ
に
ほ
と
ん
ど
差
異
は
な
い
。
結
局
、
秘
跡
神
学
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
た
ち

戻
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
統
理
論
に
近
づ
い
た
と
い
え
よ
う
。
イ
リ
ト
ゥ
ス
な
る

用
語
は
、
十
二
世
紀
前
半
に
開
催
さ
れ
た
二
つ
の
公
会
議
で
も
同
様
の
意
味
を

も
っ
て
使
わ
れ
た
。
カ
リ
ク
ス
ト
ゥ
ス
二
世
が
主
宰
し
た
第
一
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議

（
一
一
二
三
年
）
は
、
そ
の
カ
ノ
ン
第
五
条
で
、
異
端
者
ブ
ル
デ
ィ
ヌ
ス
（
対
立

教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
八
世
）
と
彼
が
叙
階
し
た
偽
司
教
《p

seu
d
o
ep

isco
p
i

》
に

よ
る
叙
階
は
「
違
法
で
あ
る
」
《irratas

》
と
判
決
し
た(（（（

(

。
さ
ら
に
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス
二
世
が
召
集
し
た
第
二
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
（
一
一
三
九
年
）
も
カ
ノ
ン

第
三
十
条
に
お
い
て
、
ペ
ト
ル
ス
・
レ
オ
ー
ニ
ス
（
対
立
教
皇
ア
ナ
ク
レ
ト
ゥ
ス

二
世
）
と
他
の
離
教
者
、
異
端
者
に
よ
る
叙
階
は
「
違
法
で
あ
る
」
《irritas

》
と

宣
告
し
た
の
で
あ
る(（（（

(

。

　

最
後
に
、
再
叙
階
に
つ
い
て
の
教
会
法
学
者
の
見
解
を
カ
ノ
ン
法
集
成
を
通
し

て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
の
同
時
代
人
で
あ
っ
た
シ
ャ
ル
ト
ル

司
教
イ
ヴ
ォ
が
再
叙
階
問
題
に
関
心
を
よ
せ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
の
流
布
し
た
集

成
『
教
会
法
通
覧
』
の
第
三
巻
で
こ
れ
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
よ

う(（（（

(

。
イ
ヴ
ォ
は
「
一
度
聖
別
さ
れ
た
者
は
再
び
聖
別
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」《S

em
el 

co
n
secratu

s iteru
m

 co
n
secrari n

o
n
 d

eb
et

》
と
い
う
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
の
書

簡
の
一
節
を
採
録
し
た
。
こ
れ
と
並
ん
で
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
の
書
簡
か
ら
も
前
述

の
ダ
イ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
事
例
を
引
用
し
て
「
異
端
者
か
ら
帰
正
し
た
者
は
再
叙

階
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
《R

ed
eu

n
tes ab

 h
aereticis su

n
t reo

rd
in

an
d
i

》
と
述

べ
て
い
る
。
公
平
を
期
す
る
た
め
に
両
説
を
併
記
し
て
い
る
の
だ
が
、
イ
ヴ
ォ
自

身
の
見
解
が
い
ず
れ
で
あ
っ
た
の
か
は
明
瞭
で
あ
る
。
関
連
す
る
全
法
文
の
見
出

し
は
「
受
階
者
が
再
叙
階
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
」
《D

e ordinatis 

non reordinandis

》
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

教
皇
改
革
末
期
を
代
表
す
る
教
会
法
学
者
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の
見
解
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
『
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
教
令
集
』
（
『
矛
盾
教
会
法
調
和
集
』
）
の
第
一

部
、
第
一
事
例
、
設
問
七
に
お
い
て
、
彼
は
自
身
の
所
見
（dictum

）
を
述
べ
て

い
る(（（（

(

。
「
異
端
か
ら
の
帰
正
者
が
自
身
の
品
級
に
受
入
れ
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
に

つ
い
て
手
短
に
説
明
し
よ
う
。
さ
て
異
端
者
に
よ
っ
て
叙
階
さ
れ
た
者
が
、
異
端

か
ら
母
な
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
一
致
に
戻
っ
た
な
ら
ば
、
彼
は
同
じ
品
級
に
再

び
叙
階
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？　

聖
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
言
う
よ
う
に
、
一
度
聖

別
さ
れ
た
な
ら
ば
再
び
聖
別
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
同
様
に
異
端
者
に
よ
っ
て
教

会
の
フ
ォ
ル
マ
に
お
い
て
授
け
ら
れ
た
秘
跡
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
証
言
に

も
あ
る
よ
う
に
、
繰
返
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
人
に
で
は
な
く
秘
跡
に
対
し
て
侮

辱
が
加
え
ら
れ
る
の
が
明
白
だ
か
ら
で
あ
る(（（（

(

」
。
こ
こ
ま
で
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一

世
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
証
言
に
拠
り
な
が
ら
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
は
正
統
理
論

を
展
開
し
て
い
る
。
「
し
か
し
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
前
言
は
、
司
祭
な
い
し
司
教
の

聖
別
を
受
取
っ
て
お
り
、
教
会
に
帰
正
し
た
と
き
に
按
手
に
よ
っ
て
彼
の
塗
油
の

四
十
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山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
四
十
巻
第
二
号

働
き
を
回
復
す
る
者
、
あ
る
い
は
秘
跡
の
授
与
を
永
久
に
や
め
る
よ
う
に
命
じ
ら

れ
た
者
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
前
言
は
、

秘
義m

istica

で
あ
る
塗
油
と
洗
礼
の
秘
跡
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
の
で
あ
る(（（（

(

」
。
つ

ま
り
塗
油
を
と
も
な
う
司
祭
以
上
の
品
級
に
つ
い
て
は
再
叙
階
は
不
要
で
あ
り
、

和
解
の
た
め
の
按
手
で
十
分
な
の
で
あ
る
。
で
は
助
祭
以
下
の
品
級
に
つ
い
て
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
は
つ
づ
け
て
言
う
。
「
だ
が
教
会
に
は
秘

跡
の
塗
油
を
と
も
な
わ
ず
に
、
祭
具
や
祭
服
の
授
与
、
司
教
の
祝
別
の
み
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
る
他
の
品
級
が
あ
る
。
助
祭
と
そ
れ
以
下
の
品
級
は
そ
の
よ
う
に
し

て
授
け
ら
れ
る
。
教
会
に
帰
順
し
た
者
は
、
異
端
者
に
よ
っ
て
叙
階
さ
れ
た
と
し

て
も
他
の
点
で
問
題
が
な
け
れ
ば
、
教
会
に
よ
っ
て
同
じ
品
級
に
叙
階
さ
れ
る
。

異
端
者
に
よ
っ
て
何
も
授
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
に

叙
階
が
繰
返
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
いn
ec fiet in

 eis reiteratio
 m

u
n
eris

(（(（

(

」
。
こ
の

所
見
に
つ
づ
く
法
文
第
二
十
四
条
の
見
出
し
に
は
「
異
端
者
か
ら
の
帰
正
者
は
再

叙
階
さ
る
べ
し
」
と
あ
り
、
前
述
の
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
の
書
簡
、
す
な
わ
ち
離
教

者
の
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
か
ら
助
祭
に
叙
階
さ
れ
た
ダ
イ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
を
ピ
サ
司

教
に
叙
階
す
る
に
あ
た
っ
て
、
教
皇
が
み
ず
か
ら
彼
を
助
祭
に
叙
階
し
直
し
た
事

例
を
引
用
し
て
い
る(（（（

(

。
つ
ま
り
助
祭
以
下
の
聖
職
者
の
叙
階
に
は
塗
油
は
不
要
で

あ
り
、
用
具
の
引
渡
し
と
司
教
の
祝
別
だ
け
で
足
り
る
。
し
た
が
っ
て
異
端
者
に

よ
っ
て
叙
階
さ
れ
た
者
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
帰
順
し
た
と
き
に
は
叙
階
の
や
り

直
し
が
必
要
で
あ
る
が
、
塗
油
を
用
い
な
い
か
ら
こ
れ
は
再
叙
階
に
当
ら
な
い
と

言
う
の
で
あ
る
。
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
は
そ
の
教
令
集
に
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
の
塗
油

本
質
論
を
持
込
ん
だ
た
め
に
、
彼
の
秘
跡
論
は
一
貫
性
を
欠
き
、
再
叙
階
問
題
の

解
決
を
長
引
か
せ
る
一
因
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

四　

正
統
教
義
の
確
立

　

十
二
世
紀
後
半
に
は
、
カ
ノ
ン
法
学
の
中
心
で
あ
る
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学
に
お
い

て
も
「
教
会
外
で
の
」
《extra E

cclesiam

》
叙
階
の
効
力
に
疑
問
を
も
つ
法
学
者

が
少
な
か
ら
ず
い
た
。
彼
ら
は
、
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
の
理
論
の
影
響
を
う
け
て
、

カ
ト
リ
ッ
ク
的
叙
階
論
を
信
奉
し
て
い
た
。
教
会
内
で
叙
階
さ
れ
、
の
ち
に
教
会

か
ら
離
反
し
た
司
教
は
叙
階
権
を
も
つ
が
、
彼
に
よ
っ
て
教
会
外
で
聖
別
さ
れ
た

司
教
は
も
は
や
有
効
な
叙
階
権
を
行
使
で
き
な
い
。
か
れ
の
叙
階
権
は
繋
が
れ
た

ま
ま
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
永
続
性
あ
る
教
会
を
作
り
出
す
可
能
性
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
離
教
者
の
第
二
世
代
で
は
秘
跡
を
有
効
に
伝
達
す
る
力
が
断
た
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
的
叙
階
を
受
取
っ
て
い
な
い
司
教
に
よ
っ
て
叙

階
さ
れ
た
聖
職
者
は
再
叙
階
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
理
論
は
オ
ル
ラ
ン
ド
・
バ
ン

デ
ィ
ネ
ッ
リ
（
の
ち
の
教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
三
世
）
、
ル
フ
ィ
ヌ
ス
（
ボ
ロ
ー
ニ
ャ

の
教
授
、
の
ち
の
ア
ッ
シ
ー
ジ
司
教
）
、
フ
ァ
エ
ン
ツ
ァ
司
教
ヨ
ハ
ネ
ス
に
受
継

が
れ
て
い
っ
た(（（（

(

。
オ
ル
ラ
ン
ド
の
『
教
令
集
提
要
』
（Sum

m
a D

ecreti

）
の
テ
キ

ス
ト
は
サ
ル
テ
に
よ
っ
て
復
元
さ
れ
た
が
、
オ
ル
ラ
ン
ド
は
、
異
端
の
司
教
が
授

五
十



中
世
秘
跡
論
争
─
関
口

け
た
叙
階
の
効
力
を
め
ぐ
っ
て
、
問
題
を
三
つ
の
要
素
に
分
け
て
考
察
し
た(（（（

(

。
聖

別
者
の
性
質
（
彼
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
教
に
よ
っ
て
聖
別
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と

も
異
端
の
司
教
に
よ
っ
て
聖
別
さ
れ
た
の
か
）
、
叙
階
の
形
式
（
教
会
の
フ
ォ
ル

マ
に
従
っ
て
い
る
か
否
か
）
、
受
階
者
の
意
向
（
異
端
の
司
教
か
ら
み
ず
か
ら
進

ん
で
受
階
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
強
制
さ
れ
て
受
階
し
た
の
か
）
で
あ
る
。
そ
し

て
オ
ル
ラ
ン
ド
は
三
つ
の
解
決
策
を
示
し
た
。
聖
別
者
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
教
に

よ
っ
て
叙
階
さ
れ
、
叙
階
が
規
定
の
フ
ォ
ル
マ
に
従
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該

叙
階
は
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
聖
別
者
が
異
端
の
司
教
に
よ
っ
て
叙
階
さ
れ
た
か
、

あ
る
い
は
教
会
の
フ
ォ
ル
マ
が
守
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
叙
階
は
無
効

で
あ
り
「
再
叙
階
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
《reo

rd
in

ab
itu

r

》
。
さ
ら
に
受
階
者
が

み
ず
か
ら
進
ん
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
教
に
よ
っ
て
叙
階
さ
れ
た
異
端
の
司
教
か

ら
叙
階
さ
れ
た
場
合
に
は
、
重
大
な
罪
に
あ
た
る
が
、
特
免
に
よ
っ
て
そ
の
品
級

に
と
ど
ま
る
こ
と
を
承
認
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
的
叙
階
論
が
不

都
合
な
理
論
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
。
も
し
も
以
前
に
教
会
内
で

叙
階
さ
れ
た
異
端
の
司
教
が
品
級
を
伝
達
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
に
よ
っ
て
叙

階
さ
れ
た
司
教
と
て
も
同
じ
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
共
に
教
会
外
に
い
る
と
い

う
点
で
両
者
の
あ
い
だ
に
差
異
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
オ
ル
ラ
ン

ド
は
教
皇
就
任
後
に
意
見
を
変
え
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
的
叙
階
を
受
取
っ
て
い

な
い
離
教
者
の
叙
階
権
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
。
一
一
七
六
年
十
一
月
に
、
教
皇

は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
一
世
・
バ
ル
バ
ロ
ッ
サ
と
の
あ
い
だ
に
ア
ナ
ー
ニ
の
講
和
を
む

す
ん
だ
。
協
定
書
の
第
二
十
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
ド
イ
ツ
王
国
に
お

い
て
以
前
に
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
者
、
も
し
く
は
彼
ら
か
ら
叙
階
さ
れ
た
者
に

よ
っ
て
叙
階
さ
れ
た
す
べ
て
の
受
品
者
は
、
現
在
保
持
し
て
い
る
品
級
に
戻
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い(（（（

(

」
。
《o

rd
in

ati a q
u
o
n
d
am

 cath
o
licis

》
は
い
わ
ゆ
る
カ
ト
リ
ッ

ク
的
叙
階
の
該
当
者
で
あ
る
が
、
《o

rd
in

ati ab
 o

rd
in

atis eo
ru

m

》
は
離
教
状
態

に
あ
る
前
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
が
叙
階
し
た
者
に
よ
っ
て
叙
階
さ
れ
た
聖
職
者
を
指

し
て
い
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
三
世
は
、
彼
ら
が
保
持
す
る
品
級
は
す
べ
て
有
効

で
あ
る
と
こ
こ
で
確
認
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
条
項
は
、
翌
年
五
月
に
締
結
さ

れ
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
和
議
の
協
定
書
第
二
十
条
と
し
て
そ
の
ま
ま
採
録
さ
れ

た
。
同
条
に
追
加
さ
れ
た
の
は
「
将
来
、
こ
の
シ
ス
マ
に
よ
っ
て
彼
ら
が
煩
わ
さ

れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に(（（（

(

」
の
一
節
だ
け
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
的
叙
階
論
は
矛

盾
を
か
か
え
る
理
論
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
三
世
没
後
の

教
皇
庁
に
お
い
て
も
少
な
か
ら
ざ
る
同
調
者
を
見
出
だ
し
た
。
十
二
世
紀
八
〇
年

代
に
、
教
皇
ル
キ
ウ
ス
三
世
と
ウ
ル
バ
ヌ
ス
三
世
が
再
叙
階
を
行
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る(（（（

(

。

　

他
方
、
教
会
外
叙
階
の
有
効
性
を
承
認
す
る
意
見
が
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
教
授
の
あ

い
だ
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
オ
ル
ラ
ン
ド
の
弟
子
の
オ
ム
ニ

ボ
ヌ
スO

m
n
ib

o
n
u
s

は
、
異
端
者
や
離
教
者
が
授
け
る
洗
礼
、
叙
階
、
聖
体
の

秘
跡
も
、
そ
れ
が
教
会
の
フ
ォ
ル
マ
に
従
う
な
ら
ば
有
効
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る(（（（

(

。
一
一
七
〇
年
頃
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
教
会
法
を
教
え
て
い
た
ガ
ン
ド
ゥ
ル
フ
ス

五
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G
an

d
u
lfu

s

は
秘
跡
を
「
秘
跡
の
フ
ォ
ル
マ
」
《fo

rm
a sacram

en
ti

》
と
「
秘
跡
の

効
能
」
《virtu

tis effectu
s

》
に
分
け
て
考
察
し
、
い
っ
た
ん
教
父
た
ち
の
伝
統
に

則
っ
て
授
け
ら
れ
た
秘
跡
の
フ
ォ
ル
マ
は
、
破
門
や
廃
位
な
ど
の
教
会
の
譴
責
に

よ
っ
て
繋
が
れ
る
こ
と
は
な
い
と
主
張
し
た(（（（

(

。
教
会
に
帰
正
し
な
い
た
め
に
秘
跡

の
効
能
を
奪
わ
れ
て
い
る
が
、
異
端
者
、
離
教
者
が
授
け
た
叙
階
そ
の
も
の
は
す

べ
て
有
効
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
た
品
級
は
果
て
し
な

く
増
え
つ
づ
け
る
。
ガ
ン
ド
ゥ
ル
フ
ス
は
、
こ
の
状
態
を
「
品
級
は
さ
ま
よ
う
」

《o
rd

o
 est am

b
u
lato

riu
s

》
と
表
現
し
て
い
る(（（（

(

。
離
教
者
の
第
一
世
代
と
第
二
世

代
の
あ
い
だ
に
差
異
は
な
く
、
離
教
者
が
授
け
る
秘
跡
自
体
は
つ
ね
に
有
効
で
あ

る
か
ら
、
彼
ら
の
も
と
で
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
形
成
を
妨
げ
る
も
の
は
な
に
も
な
い
。

ガ
ン
ド
ゥ
ル
フ
ス
の
秘
跡
理
論
は
一
時
代
を
画
す
る
も
の
で
あ
り
、
正
統
教
義
の

確
立
に
む
け
て
大
き
く
前
進
し
た
。
十
二
世
紀
九
〇
年
代
に
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
匿

名
法
学
者
の
手
に
な
っ
た
『
教
令
集
提
要
』
は
、
異
端
者
な
い
し
被
破
門
者
が
授

け
た
秘
跡
の
効
力
い
か
ん
と
い
う
問
い
を
立
て
て
次
の
よ
う
に
回
答
し
た
。
「
異

端
者
も
し
く
は
被
破
門
者
に
よ
っ
て
叙
階
さ
れ
た
者
は
品
級
を
受
取
る
。
ま
た
そ

の
よ
う
に
し
て
叙
階
さ
れ
た
者
は
聖
体
の
秘
跡
を
施
す
。
た
だ
し
彼
ら
が
教
会
の

フ
ォ
ル
マ
に
お
い
て
聖
体
の
秘
跡
を
施
す
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
教
会
の

フ
ォ
ル
マ
が
な
け
れ
ば
彼
ら
は
聖
体
の
秘
跡
を
施
さ
な
い
し
、
叙
階
も
行
わ
な
い

か
ら
で
あ
る
。
フ
ォ
ル
マ
こ
そ
は
秘
跡
の
本
質
で
あ
る
。
し
か
し
異
端
者
は
秘
跡

の
効
能execu

tio
n
em

を
与
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
教
会
外
で
は
、
何
ぴ
と
も
効
能

を
有
さ
な
い
か
ら
で
あ
る(（（（

(

」
と
。
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
秘
跡
と
秘
跡
の

効
能
が
明
確
に
区
別
さ
れ
、
異
端
者
や
被
破
門
者
の
叙
階
も
、
そ
れ
が
所
定
の
作

法
と
教
会
の
意
図
に
叶
う
な
ら
ば
有
効
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
十
三
世
紀
初
頭
に
作

成
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
『
教
令
集
提
要
』
は
事
効
論
を
は
っ
き
り
と
主
張
し
て
い

る
点
で
注
目
さ
れ
る
。
「
次
の
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
教
全
般
の
揺
る
ぎ
な
い
規
約
で

あ
り
約
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
秘
跡
の
効
力
は
聖
役
者
の
功
罪
に
依
存
し
な
い
こ

と
、
こ
れ
で
あ
る(（（（

(

」
と
。

　

十
三
世
紀
に
は
、
教
皇
自
身
が
「
秘
跡
の
霊
印
」
《ch

aracter sacram
en

talis

》

に
言
及
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
二
〇
一
年
に
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
は
、
ア

ル
ル
大
司
教
イ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
、
洗
礼
に
つ
い
て
霊
印
が

刻
ま
れ
る
と
述
べ(（（（

(

、
ま
た
一
二
三
一
年
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
は
、
バ
ー
リ
大
司

教
の
質
問
に
対
す
る
返
答
の
中
で
、
叙
階
の
秘
跡
に
と
も
な
う
霊
印
に
言
及
し

た(（（（

(

。ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
十
三
世
紀
第
三
・
四
半
期
に
執
筆
し
た
『
神
学
大
全
』

の
中
で
、
異
端
者
お
よ
び
離
教
者
は
品
級
を
授
け
う
る
か
と
い
う
質
問
を
提
示
し

て
、
彼
自
身
の
見
解
を
述
べ
て
い
る(（（（

(

。
カ
ト
リ
ッ
ク
的
叙
階
論
の
誤
り
を
指
摘
し

た
あ
と
で
、ト
マ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
離
教
者
で
あ
っ
て
も
「
然
る
べ
き
フ
ォ

ル
マ
と
意
図
」《fo

rm
am

 d
eb

itam
 et in

ten
tio

n
em

》
を
守
る
な
ら
ば
、
有
効
な
「
秘

跡
の
授
与
」
《co

llatio
 sacram

en
ti

》
は
可
能
で
あ
る
。
だ
が
秘
跡
の
受
領
者
は
、

教
会
を
離
れ
た
異
端
者
か
ら
秘
跡
を
受
取
っ
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
す
で
に
罪

を
犯
し
て
お
り
、
い
つ
わ
っ
て
受
取
っ
た
が
ゆ
え
に
恩
恵
を
手
に
す
る
こ
と
は
な

五
十
二



中
世
秘
跡
論
争
─
関
口

い
。
ま
た
い
っ
た
ん
司
教
に
叙
階
さ
れ
る
と
、
彼
は
永
久
に
そ
の
権
能
《p

o
testas

》

を
身
に
帯
び
る
。
司
教
聖
別
に
よ
っ
て
、
そ
の
権
能
は
「
霊
印
の
よ
う
に
消
し
が

た
く
と
ど
ま
る
」
《in

d
eleb

iliter m
an

et sicu
t ch

aracter
(（（(

(

》
と
。

　

十
三
世
紀
末
に
は
叙
階
の
秘
跡
に
関
す
る
正
統
教
義
は
事
実
上
確
立
し
て
い

た
と
言
え
よ
う
が
、
「
消
し
が
た
い
霊
印
」
の
教
義
が
公
会
議
の
教
令
に
最
初

に
姿
を
現
す
の
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
公
会
議
の
第
八
総
会
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

一
四
三
九
年
十
一
月
二
十
二
日
に
公
布
さ
れ
た
ア
ル
メ
ニ
ア
人
合
同
の
大
勅
書

（
《Exultate D

eo

》
）
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
こ
れ
ら
［
七
つ
］
の
秘
跡
の
中
で
、

洗
礼
、
堅
信
、
叙
階
の
三
つ
は
霊
印
、
す
な
わ
ち
他
の
秘
跡
か
ら
区
別
さ
れ
た
、

消
え
ざ
る
霊
的
な
し
る
しsp

iritu
ale sign

u
m

 in
d
eleb

ile

を
魂
に
刻
み
つ
け
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
三
つ
の
秘
跡
は
同
一
人
物
に
お
い
て
繰
返
さ
れ
て
は
な
ら
な

い(（（（

(

」
。
さ
ら
に
叙
階
の
秘
跡
に
お
け
る
質
料
（m

ateria
）
は
用
具
の
授
与
、
形
相

（fo
rm

a

）
は
祈
願
の
言
葉
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る(（（（

(

。
質
料
の
問
題
を
別
に
す
れ
ば
、

一
世
紀
後
に
開
催
さ
れ
る
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
の
秘
跡
理
論
は
こ
こ
に
ほ
ぼ
尽
さ

れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

BPD
 

K
. R

ein
d
el (H

g. (, D
ie Briefe des Petrus D

am
iani. M

G
H

: D
ie

 
Briefe der deutschen K

aiserzeit 4
, M

ü
n
ch

en
 （

（
(
（
.

C
IC

 
A

. F
rie

d
b
e
rg

 (e
d
. (, C

orpus Iuris C
anonici. (

 v
o
ls. L

e
ip

zig 

 
（
(
（
（
 (rep

r. G
raz （

（
（
（
(.

C
O

D
 

J. A
lb

erigo
 et al. (ed

. (, C
onciliorum

 oecum
enicorum

 D
ecreta

. 

 
B

o
lo

gn
a （ （

（
（
（
.

H
L
 

J. H
efele et H

. L
eclercq

 (éd
. (, H

istoire des conciles d'après les 

 
docum

ents originaux. （
（
 vo

ls. H
ild

esh
eim

/
N

ew
 Y

o
rk （

（
（
（
 (P

aris

 
 （

（
（
（
-
（
(
(.

JL
 

P
h
. Ja

ffé
 e

t　

S
.　

L
o
e
w

e
n
fe

ld
 (e

d
.　

(,　

R
egesta

　

P
ontificum

 
Rom

anorum
.　

(

　

vo
ls.　

L
eip

zig　

（
(
(
（
-
(
(

　

(rep
r.　

G
raz　

（
（
（
6
(.

LP
 

L
.　

D
u
ch

esn
e (éd

.　

(,　

Liber　

Pontificalis.　

（

　

vo
ls.　

P
aris　

（ (
（
(
（
.

M
ansi 

J.　

D
.　

M
a
n
s
i (e

d
.　

(,　

Sacrorum

　

conciliorum

　

nova

　

et

 
am

plissim
a

　

collectio
.　

（
（

　

vo
ls.　

F
iren

ze/
V

en
ezia　

（
（
（
（
-
（
（
.

M
G

H
 

M
onum

enta

　

G
erm

aniae　

H
istorica

.

　

C
onstitutiones　

C
onstitutiones　

et　

acta

　

publica

　

im
peratorum

　

et　

regum
.

　

Libelli　
　
　
　
　
　

Libelli　

de　

lite　

im
peratorum

　

et　

pontificum
.

N
PN

 
H

.　

R
.　

P
ercival (ed.　

(,　The　N
icene　and

　Post-N
icene　Fathers.

 
V

o
l.（

4
,　

The　

Seven

　

Ecum
enical　

C
ouncils,　

E
d
in

b
u
rg

h

　

（
(
（
（

 
(rep

r.　

M
ich

igan

　

（
（
(
(
(.

PL
 

J.　
-
P
.　

M
ign

e (ed
.　

(,　

Patrologiae　

cursus　

com
pletus.　

S
eries

 
latin

a.　
(
(
（

　

vo
ls.　

P
aris　

（
(
4
4
-
6
4
.

五
十
三

省
略
記
号
表



山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
四
十
巻
第
二
号

RG
 

E
.　

C
asp

ar (H
g. (, D

as Register G
regors   .　

(

　

B
d
e.　

B
erlin

 （ (
（
（
（
 

 
(（

（
(
（
-
（
(.

注（
１
（C

O
D

, 6
(
4
-
(
（
; 

デ
ン
ツ
ィ
ン
ガ
ー

・
シ
ェ
ー
ン
メ
ッ
ツ
ァ
ー
編

（
Ａ
・
ジ
ン
マ
ー
マ

ン
監
修
、
浜
寛
五
郎
訳
（
『
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
文
書
資
料
集
』
エ
ン
デ
ル
レ
書
店
、

一
九
七
四
年

（
以
下
、
デ
ン
ツ
ィ
ン
ガ
ー
、
と
略
記
（
二
八
四
ー
八
七
頁
。

（
２
（C

O
D

, （
4
(
-
（
（
; 

デ
ン
ツ
ィ
ン
ガ
ー
、
三
〇
九
ー
一
一
頁
。

（
３
（
叙
階
式
の
秘
跡
的
質
料
に
つ
い
て
は
中
世
以
来
、
按
手
、
塗
油
、
用
具
の
授
与

な
ど
様
々
な
意
見
が
あ
る
。
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
は
按
手
を
重
視
し
つ
つ
塗
油

に
も
含
み
を
も
た
せ
た
表
現
を
し
て
い
る

（
第
二
十
三
総
会
の
カ
ノ
ン
第
五
条

を
参
照
（
。
ピ
ウ
ス
十
二
世
は
一
九
四
七
年
十
一
月
の
教
書

（
《Sacram

entum
 

ordinis

》
（
に
お
い
て
、
按
手
が
秘
跡
の
唯
一
の
質
料
で
あ
り
、
用
具
の
授
与

は
副
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
し
た

（cf. Acta Apostolicae Sedis, A
n
n
u
s 

X
L
, S

eries 　

, V
o
l. （

（
, （

（
4
(
, （

-
（

（
。
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
（
一
九
六
二
ー

六
五
年
（
で
制
定
さ
れ
た

『
教
会
憲
章
』
お
よ
び

『
カ
ト
リ
ッ
ク
新
教
会
法
典
』

（
一
九
八
三
年
（
は
、
叙
階
の
質
料
と
形
相
に
関
し
て
、
こ
の
教
書
の
見
解
を

受
継
い
で
い
る
。

（
４
（
堀
米
氏
が

『
正
統
と
異
端
』
以
後
に
秘
跡
論
争
を
あ
つ
か
っ
た
論
文
に
は
次

の
も
の
が
あ
る
。
「
中
世
秘
跡
論
争
の
一
争
点
―O

R
D

IN
A

T
IO

　

IR
R
IT

A

の

解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」
『
史
学
雑
誌
』
第
七
十
四
編
第
十
二
号

（
一
九
六
五

年
（
、
「
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
と
叙
任
権
闘
争
」
『
岩
波
講
座

・
世
界
歴
史

一
〇
』
（
一
九
七
〇
年
（
。
両
論
文
は
の
ち
に
、
堀
米
庸
三

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世

世
界
の
構
造
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
三
五
二
ー
四
一
一
、
三
〇
三
ー

五
一
頁
に
収
録
さ
れ
た
。
以
下
の
引
用
は
本
書
か
ら
行
う
。
さ
ら
に

「
グ
レ
ゴ

リ
ウ
ス
改
革
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
的
自
覚
―
」
（
堀
米
庸
三
編

『
西
欧
精
神
の

探
求
―
革
新
の
十
二
世
紀
』
日
本
放
送
出
版
協
会
∧
一
九
七
六
年
∨
八
六
ー

一
〇
三
頁
（
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
欧
文
の
基
本
的
文
献
を
以
下
に
あ
げ
て
お

く
。C

. M
irb

t, D
ie Publizistik im

 Zeitalter G
regors　

　

. L
eip

zig　

（
(
（
4

　
　
　

(N
ach

d
ru

ck

　

（
（
6
（
( ; L

.　

S
alte

t,　

Les　

Réordinations.Étude　

sur　

le

　
　Sacrem

ent　

de　

l ’O
rdre.　

P
aris　

（ (
（
（
（
;　

C
.　

H
.　

T
u
rn

e
r,　

A
p
o
sto

lic

　
　
　

S
u
c
c
e
ssio

n

　

,　

in
:　

H
.　

B
.　

S
w

e
te

(e
d
.　

(,　

Essays　

on

　

the　

Early

　
　H

istory　

of　

the　

C
hurch

　

and

　

the　

M
inistry.　

L
o
n
d
o
n

　

（ (
（
(
（
,　

（
4
-

　
　
　

(
（
4
;　

A
.　

M
ich

el,　
　

O
rd

re.　

O
rd

in
atio

n

　

,　

d
an

s:　

D
ictionnaire　

de

　
　Théologie　

C
atholique　

X
I-

(
,　

P
aris　

（
（
（
(
,　

co
ls.　

（
（
（
（
-
（
4
（
（
;　

É
.

　
　
　

A
m

an
n
,　

　

R
éo

rd
in

atio
n
s　

,　

d
an

s:　

ibid
.,　

X
III-

(
,　

P
aris　

（
（
（
（
,　

co
ls.

　
　
　

(
（
(
（
-
(
4
（
（
;　

B
.　

L
e
e
m

in
g
,　

Principles　

of　

Sacram
ental　

Theology.

　
　
　

W
estm

in
ster, M

arylan
d

　

（
（
（
6
;　

J.　

G
ilch

rist,　
　

Sim
oniaca

　

H
aeresis

　
　
　

an
d

　

th
e

　
P
ro

b
le

m

　

o
f　

O
rd

e
rs　

fro
m

　

L
e
o
 

　

　

to

　

G
ratian

　

,　
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中
世
秘
跡
論
争
─
関
口

Proceedings　

of　

the　

Second

　

International　

C
ongress　

of　

M
edieval

 
C

anon

　

Law

　

H
eld

　

at　

B
o
sto

n
,　

A
u
gu

st　

（
（
6
（

　

(V
atican

　

C
ity　

（
（
6
（
( 

(
（
（
-
-
（
（
.

（
５
（
注

（
４
（
の
堀
米
氏
の
論
文
を
参
照
。

（
６
（
堀
米
、
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
世
界
の
構
造
』
三
一
九
頁
。

（
７
（
同
書
、
三
二
七
頁
。

（
８
（BPD

,　

T
. 　

, N
r. 4

（
, （

(
4
-
（
（
（
. cf. O

. J. B
lu

m
 (tran

s. (, The Letters of 

 
P

eter D
am

ian
. T

h
e
 C

a
th

o
lic

 U
n
iv

e
rsity

 o
f A

m
e
ric

a
 P

re
ss, 

W
ash

in
gto

n
, D

. C
. （

（
（
（
, vo

l. (
, （

（
（
-
(
（
4
. Liber gratissim

us

の
題
名
は
、

ペ
ト
ル
ス
自
身
の
命
名
で
あ
る
。
直
訳
す
れ
ば

「
無
償
こ
の
上
な
き
書
」
、
転
じ

て

「
恩
恵
溢
る
る
書
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
は
、
金
銭
の
授
受
を
と

も
な
わ
な
い
シ
モ
ニ
ス
ト
の
叙
階
が
有
効
か
否
か
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

（
９
（'n

o
n
n
u
llo

s c
o
n
ste

t e
p
isc

o
p
o
s a

b
 illis o

rd
ita

to
s c

le
ric

o
s d

e
n
u
o

 
co

n
secrasse':  BPD

, （
（
（
.

（
（（
（
Ｍ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

（
世
良
晃
志
郎
訳
（
『
支
配
の
社
会
学
Ⅱ
』
創
文
社
、

 

一
九
六
二
年
、
四
八
一
頁
。
同

（
武
藤
一
雄
・
薗
田
宗
人
・
薗
田
坦
訳
（
『
宗

教
社
会
学
』
創
文
社
、
一
九
七
六
年
、
二
三
五
ー
四
〇
頁
。
権
威
へ
の
服
従

が
救
済
に
い
た
る
絶
対
的
な
条
件
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
グ
レ

ゴ
リ
ウ
ス
七
世
で
あ
る
。cf. Y

. M
. -

J. C
o
n
gar,  D

er P
latz d

es P
ap

sttu
m

s 

in
 d

er K
irch

en
fröm

m
igkeit　

d
er　

R
efo

rm
er　

d
es　

（
（
.　

Jah
rh

u
n
d
erts , in

　

:　

J.　

D
an

iélo
u

　

u
n
d

　

H
.　

V
o
rgrim

ler　

(H
g.　

(,　

Sentire　

Ecclesiam

　

(Festschrift　

H
ugo

　

Rahner),　

F
reib

u
rg　

（
（
6
（
,　

（
（
6
-
(
（
（
.

（
（（
（
カ
ル
タ
ゴ
出
身
の
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
と
キ
プ
リ
ア
ヌ
ス
、
フ
リ
ギ
ア
生
ま
れ
の
ノ

ヴ
ァ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
が
そ
の
例
で
あ
る
。
異
端
洗
礼
の
無
効
を
論
じ
た
テ
ル
ト
ゥ
リ

ア
ヌ
ス
の

『
洗
礼
に
つ
い
て
』
は
、
キ
プ
リ
ア
ヌ
ス
の
二
篇
の
論
考
と
と
も
に
訳
出

さ
れ
て
い
る
。
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
編
訳

『
中
世
思
想
原
典
集
成
四
・

初
期
ラ
テ
ン
教
父
』
平
凡
社
、
一
九
九
九
年
を
参
照
。

（
（(
（N

PN
, （

（
-
(
（
, 4

（
.

（
（（
（Ibid

. , （
（
（
-
-
(
.

（
（4
（M

. P
etscheinig (ed .), Sancti A

ureli A
ugustini Scripta C

ontra

 
D

onatistas (C
o
rp

u
s S

crip
to

ru
m

 E
cclesiastico

ru
m

 L
atin

o
ru

m
, vo

l. （
（
(

V
in

d
o
b
o
n
ae･L

ip
siae 1

9
0
8
:　

 D
e Baptism

o Libri   .

坂
口
昂
吉

・
金
子
晴

勇
訳

『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集
・
第
八
巻
ド
ナ
テ
ィ
ス
ト
駁
論
集
』
教
文
館
、

一
九
八
四
年
。cf. S

altet, op. cit. , （
（
-
(
（
.

（
（（
（
同
前
、
二
四
ー
六
頁
。

（
（6
（
同
前
、
一
三
〇
ー
一
、
二
四
九
頁
。

（
（（
（'q

u
ia n

o
n
 d

istin
gu

eb
atu

r sacram
en

tu
m

 ab
 effectu

 vel u
su

 sacram
en

ti': 

P
etsch

en
ig(ed

. (, op. cit. , (
（
（
-
(
.

同
前
、
二
六
二
頁
。
秘
跡
神
学
が
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
後
ほ
と
ん
ど
進
歩
を
と
げ
て
い
な
い
の
は
注
目
す
べ
き
事
実
で
あ

る
。

“

”
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山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
四
十
巻
第
二
号

（
（(
（JL

, n
°　

（
4
4
.

（
（（
（'Q

u
i n

u
tu

 d
ivin

o
 p

ercu
ssu

s est.' : LP
, t.   , (

（
(
.

（
(（
（J. G

au
d
em

et et B
. B

asd
evan

t (éd
.　

(,　

Les　

C
anons　

des　

C
onciles

 
M

érovingiens (  -

　　

siècle).　

t.　

（
,　

P
aris　

（
（
(
（
,　

（
(
-
（

　

;　

H
L
,  -

（
, 

(
（
4
.

（
(（
（S

altet, op. cit. , （
4
.

（
((
（P

. M
in

ard
 (éd

.　

et trad
. (, G

régoire　

le　

G
rand:　

Régistres　

des 

 
Lettres (S

o
u
rces ch

rétienn
es n

°

　（
（
（
(　

t.　

 , P
aris　

（
（
（
（
,　

（
（
（
-
（
.

堀
米
、 

『
正
統
と
異
端
』
、
六
一
頁
。

（
(（
（S

altet, op. cit. , (
（
-
（
（
(
; A

m
an

n
, op. cit. , co

ls. (
（
（
（
-
4
（
（
.

（
(4
（S

altet, op. cit. , (
（
.

『
教
会
史
』
を
著
し
た
ベ
ー
ダ
も
こ
れ
に
言
及
し
て
い

る
。
ベ
ー
ダ

（
長
友
栄
三
郎
訳
（
『
イ
ギ
リ
ス
教
会
史
』
創
文
社
、
一
九
八
八

年
、
二
六
四
ー
五
頁
。
十
四
日
教
徒
と
は
、
復
活
祭
を
ユ
ダ
ヤ
教
の
過
越
祭

に
あ
わ
せ
て
ニ
サ
ン
の
月
の
十
四
日
に
祝
っ
た
一
派
の
こ
と
で
あ
る
。

（
(（
（Ibid

. , （
（
.

（
(6
（Ibid

. , （
（
-
（
（
（
: A

m
an

n
, op. cit. , co

ls. (
4
（
（
-
（
.

（
(（
（S

altet, op. cit. , （
（
（
-
6
; A

m
an

n
, op. cit. , co

ls. (
4
（
（
-
（
.

（
((
（LP

, t. （
, 4

（
（
-
6
.

（
(（
（Ibid

. , 4
（
6
.

（
（（
（S

altet, op. cit. , （
（
（
-
(
4
; A

m
an

n
, op. cit. , co

ls. (
4
（
（
-
（
.

（
（（
（S

altet, op. cit. , （
（
(
. cf. N

PN
, 6

(

（
サ
ル
テ
は
第
十
二
条
と
し
て
い
る
が
第

十
三
条
で
あ
る
（, （

（
（
.

（
（(
（S

altet, op. cit. , （
（
(
ff.

（
（（
（'o

rd
in

atio
n
es p

er ch
o
rep

isco
p
o
s ad

h
u
c factas rescin

d
en

d
as n

o
n
 esse: 

in
 p

o
steru

m
 au

tem
 vid

en
d
u
m

, n
e ep

isco
p
o
ru

m
 au

cto
ritas im

m
in

u
atu

r.' 

: JL
, n

° (
（
6
（
 (a

° (
6
4
(.

（
（4
（'iid

em
 su

n
t q

u
i et p

resb
yteri' : H

L
, 　

　

-
(
, 6

(
（
.

（
（（
（S

altet,　

 op. cit.　

,　

（
(
（
-
（
（
.　

;　

A
m

an
n
,　

 op. cit.　

,　

co
ls.　

(
4
（
（
-
(
.

（
（6
（A

m
an

n
,　

ibid
.　

,　

co
l.　

(
4
（
(
.　

八
五
三
年
の
ソ
ワ
ソ
ン
教
会
会
議
に
つ
い
て

は
、H

L
,　

  -
（
,　

（
（
(
ff.　

を
み
よ
。

（
（（
（S

altet,  op. cit. , （
4
（
-
（
(
 ; A

m
an

n
,  op. cit. , co

ls. (
4
（
(
-
（
.

（
（(
（S

altet,  op. cit. , （
（
(
ff. ; A

m
an

n
,  op. cit. , co

ls. (
4
（
（
-
（
（
.

（
（（
（
関
口
武
彦

『
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
制
の
研
究
』
南
窓
社
、
二
〇
〇
五
年
、
六
六

頁
以
下
。

（
4（
（S

altet,  op. cit. , （
（
（
.

（
4（
（'P

roinde honor et dignitas uniuscujusque sedis venerabiliter observanda

 
su

n
t. P

raesid
en

tes au
tem

 si d
eviaverin

t, p
er d

evia seq
u
en

d
i n

o
n
 su

n
t; 

h
o
c est, si co

n
tra fid

em
 vel cath

o
licam

 religio
n
em

 agere co
ep

erin
t, 

in
 talib

u
s e

o
s n

e
q
u
aq

u
am

 se
q
u
i d

e
b
e
m

u
s, q

u
o
d
 p

le
ru

m
q
u
e
 ap

u
d
 

C
o
n
stan

tin
o
p
o
litan

am
 et A

lexan
d
rin

am
 sed

em
 co

n
tigit.' : PL

, t. （
(
（
, 
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中
世
秘
跡
論
争
─
関
口

co
l. （

（
(
（
.

（
4(
（'Q

uocirca necesse est ut concedas, sacerdotium
 ab accepto inseparabile,

 
sicu

t b
ap

tism
u
m

': ibid
. , co

l. （
（
（
(
.

（
4（
（S

altet, op. cit. , （
6
(
-
（
（
.

（
44
（'C

aeteru
m

 reb
ap

tizatio
n
es et reo

rd
in

atio
n
es fi

eri can
o
n
es vetan

t.' 

 
: F

. B
eh

ren
d
s (ed

. an
d
 tran

s. (, The Letters and Poem
s of Fulbert of 

C
hartres.O

xfo
rd

 （
（
（
6
, （

(
-
（
（
. 

関
口
武
彦
「
フ
ュ
ル
ベ
ー
ル
と
オ
デ
ィ
ロ
ン
」
『
山

形
大
学
紀
要

・
社
会
科
学
』
第
三
十
九
巻
第
二
号

（
二
〇
〇
九
年
（
八
頁
。

（
4（
（J. L

eclercq
, 

《Sim
o
n
iaca H

eresis
》  , Studi G

regoriani （
(（

（
4
（
(, （

(
（
-

（
（
.

「
シ
モ
ニ
ア
異
端
」
な
る
フ
レ
ー
ズ
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
期
に
は
す
で
に
使

わ
れ
て
い
る
。

（
46
（BPD

,   , N
r. 4

（
, 4

（
(
.

（
4（
（Ibid

. , （
（
6
.

（
4(
（Ibid

. , 4
(
(
.

（
4（
（Ibid

. , 4
（
（
ff.

（
（（
（
フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の

『
シ
モ
ニ
ス
ト
駁
論
三
巻
』
は
、PL

, t. （
4
（
, co

ls. （
（
（
（
-

（
(
（
(

に
収
録
。
第
一
巻
の
作
成
時
期
に
つ
い
て
は
、S

altet, op. cit. ,（
（
（

を

み
よ
。
な
お
、
フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
本
書
は
当
時
ほ
と
ん
ど
流
布
し
な
か
っ
た
。
レ

オ
九
世
の
死
後
、
教
皇
庁
で
の
彼
の
影
響
力
は
下
降
し
て
お
り
、
ク
ラ
ウ
ゼ
や

ギ
ル
ク
リ
ス
ト
は
教
皇
政
策
に
お
け
る
彼
の
役
割
を
過
大
視
す
る
ミ
ヒ
ェ
ル
の
見

解
に
は
否
定
的
で
あ
る
。
当
時
代
の
思
想
界
の
キ
ー
マ
ン
は
言
う
ま
で
も
な
く
ペ

ト
ル
ス
・
ダ
ミ
ア
ー
ニ
で
あ
る
。cf. H

. -
G

. K
rau

se, D
as Papstw

ahldekret 

von 1059 und seine Rolle in Investiturstreit (Studi G
regoriani （

( （
（
6
（
, 

（
（
ff. ; G

ilch
rist, op. cit. , (

（
4
.

ミ
ヒ
ェ
ル
の
見
解
に
つ
い
て
は
次
の
二
論
文
を

み
よ
。A

. M
ich

el,  D
ie fo

lgen
sch

w
eren

 Id
een

 d
es K

ard
in

als H
u
m

b
ert 

u
n
d
 ih

r E
in

fl
u
ss au

f G
rego

r 　

.  , Studi G
regoriani （

(（
（
4
（
(, 6

（
-
（
(
; id

.     
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（
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（Ibid

.
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（（
（Ibid
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l.（

（
（
（
.

（
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（Ibid
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l.（
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（
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（BPD
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, N
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（
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（
.

（
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（Ibid

.

（
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（Ibid
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;　

W
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G
o
ez,　

K
irchenreform

　

und

　

Investiturstreit　
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o
s n

o
n
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raeteriit, q
u
o
d
 n

o
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o
riae n

o
n
u
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eo
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a 

p
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sq
u
e sim

o
n
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s et m
ale p

ro
m

o
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q
u
am
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o
viter o

rd
in
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BPD
, 　

, N
r. 6

（
, (

（
（
.

（
（（
（
レ
ン
ヌ
司
教
マ
グ
ヌ
ス
、
リ
モ
ー
ジ
ュ
司
教
イ
テ
リ
ウ
ス
、
ル
ド
ン

（
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
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修
道
院
長
ピ
レ
ネ
ウ
ス
の
三
人
で
あ
る
。cf. R

. B
. C

. H
u
y
g
e
n
s
 (H

g
. (,

 
Beringerius Turonensis, Rescriptum

 contra Lanfrannum
 (C

o
rp

u
s 

C
h
ristian

o
ru

m
, C

o
n
tin

u
atio

 M
ed

iaevalis (
4
( T

u
rn

h
o
u
t （

（
(
(
, 4

6
.

（
6（
（BPD

,   , N
r. 4

（
, （

（
(
.

（
6（
（
こ
の
と
き
の
活
動
報
告
書
がBPD

, 　

, N
r. 6

（
.

一
〇
五
九
年
十
二
月
に
作
成

さ
れ
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
に
提
出
さ
れ
た
。

（
6(
（
ラ
テ
ラ
ノ
教
会
会
議
の
教
令
は
、M

G
H

, C
o
n
stitu

tio
n
es,   , N

r. （
(
6
, 

 
（
4
（
-
（
（

に
収
録
。
当
会
議
で
制
定
さ
れ
た
の
は
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の

カ
ノ
ン
で
あ
る
。
第
五
、
第
六
条
は
、
の
ち
の
教
皇
書
簡
か
ら
の
抜
粋
と
推

定
さ
れ
、
当
会
議
で
制
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、F

. 

P
elster,  D

ie röm
isch

e　

S
yn

o
d
e　

vo
n

　

（
（
6
（

　
u
n
d

　

d
ie　

vo
n

　

S
im

o
n
isten

 

gesp
en

d
eten

　

W
eih

en
 ,　

G
regorianum

　

(
(

　

(（
（
4
(
(,　

6
（
f.　

(6
6
-
（
（
(;　

K
rau

se,　

op. cit.　

,　

（
（
f.

を
み
よ
。
ま
た
当
会
議
の
開
催
日
付
を
、M

G
H

の

史
料
は
一
〇
六
〇
年
四
月
と
し
て
お
り
、
堀
米
氏
も
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
し

か
し
実
際
に
は
ニ
コ
ラ
ウ
ス
二
世
が
死
去
し
た
一
〇
六
一
年
が
正
し
い
。
す
で
に

ミ
ヒ
ェ
ル
は
一
〇
六
一
年
の
復
活
祭
と
考
え
て
い
た

（Mich
el,  H

u
m

b
ert u

n
d
 

H
ild

eb
ran

d

… , （
（
6

（
。
ラ
イ
ン
デ
ル
も
同
意
見
で
あ
る

（BPD
, N

r. 4
（
, 

（
(
6
(

。

（
6（
（
堀
米
、
『
正
統
と
異
端
』
、
一
二
二
ー
三
頁
。

（
64
（'E

rg
a
 sy

m
o
n
ia

c
o
s n

u
lla

m
 m

ise
ric

o
rd

ia
m

 in
 d

ig
n
ita

te
 se

rv
a
n
d
a

 
h
ab

en
d
am

 esse d
ecern

im
u
s, sed

 iu
xta can

o
n
u
m

 san
ctio

n
es et d

ecreta 

sa
n
c
to

ru
m

 p
a
tru

m
 e

o
s o

m
n
in

o
 d

a
m

n
a
m

u
s a

c
 d

e
p
o
n
e
n
d
o
s e

sse 

ap
o
sto

lica au
cto

ritate san
cim

u
s.' : M

G
H

, ibid
. , （

（
（
.

（
6（
（'D

e caetero
 au

tem
 si q

u
is h

in
c in

 p
o
steru

m
 ab

 eo
, q

u
em

 sym
o
n
iacu

m
 

e
sse

 n
o
n
 d

u
b
ita

t, se
 c

o
n
se

c
ra

ri p
e
rm

ise
rit, e

t c
o
n
se

c
ra

to
r e

t 

c
o
n
se

c
ratu

s n
o
n
 d

isp
are

m
 d

a
m

n
atio

n
is se

n
te

n
tiam

 su
b
e
at, se

d
 

u
terq

u
e d

ep
o
situ

s p
aen

iten
tiam

 agat et p
rivatu

s a p
ro

p
ria d

ign
itate 

p
ersistat.' : ibid

. , （
（
（
-
（
.

（
66
（'D

e
 iis au

te
m

, q
u
i n

o
n
 p

e
r p

e
cu

n
iam

 se
d
 g

ratis su
n
t a sy

m
o
n
iacis 

 
o
rd

in
ati, q

u
ia q

u
estio

 a lo
n
go

 tem
p
o
re est d

iu
tiu

s ven
tilata, o

m
n
em

 

n
o
d
u
m

 d
u
b
ie

tatis ab
so

lv
im

u
s, ita u

t su
p
e
r h

o
c cap

itu
lo

 n
e
m

in
e
m

 

d
ein

cep
s am

b
igere p

erm
ittam

u
s.' : ibid

. , （
（
（
.

（
6（
（'eo

s, q
u
i u

sq
u
e m

o
d
o
 gratis su

n
t a sym

o
n
iacis co

n
secrati, n

o
n
 tam

 

 
cen

su
ra iu

sticiae, q
u
am

 in
tu

itu
 m

iserico
rd

iae in
 accep

tis o
rd

in
ib

u
s 

m
an

e
re

 p
e
rm

ittim
u
s, n

isi fo
rte

 alia c
u
lp

a e
x
 v

ita e
o
ru

m
 c

o
n
tra 

can
o
n
es eis existat.' : ibid

.

（
6(
（A

. F
lic

h
e
, La

　

Réform
e　

G
régorienne.　

（

　

v
o
ls.　

P
aris　

（
（
(
4
-
（
（

 
(R

ep
r.　

G
en

ève　

（
（
（
(
(,　

　

,　

（
（
(
.

（
6（
（F

. D
ressler, Petrus D

am
iani: Leben und W

erk (S
tudia A

nselm
iana （4(,

 
R
o
m

a （
（
（
4
, （

（
6
-
（
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（
（（
（P

e
lste

r, op. cit. , （
（
; O

. J. B
lu

m
, T

h
e
 M

o
n
ito

r o
f th

e
 P

o
p
e
s: S

t. 

 
P
eter D

am
ian

  , Studi G
regoriani (

 (（
（
4
（
(, 4

6
（
-
（
（
 (4

（
（
-
（
6
(; K

rau
se, 

op. cit. , （
（
; R

ein
d
el, BPD

,   , N
r. 4

（
, （

(
6
-
（
.

（
（（
（M

ich
el,   D

ie fo
lgen

sch
w
eren

 Id
een

… , (
（
.

（
（(
（
堀
米
、
前
掲
書
、
一
二
二
頁
。

（
（（
（
同
前
。

（
（4
（BPD

,   , N
r. 4

（
, （

（
(
f.

（
（（
（Ibid

.

（
（6
（
堀
米
、
前
掲
書
、
一
二
三
頁
。

（
（（
（JL

, n
°　

4
（
（
（
 (an

n
. （

（
6
（
-
6
(.

（
（(
（RG

, 　

, 6
（
, (

（
（
f. ; JL

, n
°　

4
（
4
(
.

（
（（
（'O

rd
in

atio
n
e
s v

e
ro

 illo
ru

m
, q

u
i ab

 e
x
co

m
m

u
n
icatis su

n
t o

rd
in

ati, 

 
san

cto
ru

m
 p

atru
m

 seq
u
en

tes vestigia irritas fieri cen
sem

u
s.' : RG

, V
, 

（
4
a, （

（
(
.

（
(（
（M

irb
t, op. cit. , 4

4
（
; A

. N
itsc

h
k
e
,　

　

D
ie

 W
irk

sam
k
e
it G

o
tte

s in
 

 
d
e
r W

e
lt G

re
g
o
rs　

. : E
in

e
 U

n
te

rsu
c
h
u
n
g
 ü

b
e
r　

d
ie

　

re
lig

iö
se

n

 
Ä

u
sseru

n
gen

　

u
n
d

　

p
o
litisch

en

　

H
an

d
lu

n
gen

　

d
es　

P
ap

stes　

,　

Studi

 
G

regoriani　

（

　

(（
（
（
6
(,　

（
（
（
-
6

　

,(
（
（
f.　

(（
（
（
-
(
（
（
(.

ニ
チ
ュ
ケ
は
、
こ
こ
で

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
の
秘
跡
論
は
キ
プ
リ
ア
ヌ
ス=

フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
そ
れ
で
あ
り
、

ペ
ト
ル
ス
・
ダ
ミ
ア
ー
ニ
は
彼
の
師
で
は
な
か
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。

（
(（
（S

altet, op. cit. , (
（
（
f. , (

4
（
-
（
（
.

（
((
（G
. B

. B
o
rin

o
,  O

sservazio
n
e su

 u
n
a in

terp
retazio

n
e d

el d
ecreto

 d
i 

 
G

rego
rio

   su
lle o

rd
in

azio
n
i sim

o
n
iach

e , Studi G
regoriani （

 (（
（
（
6
(, 

4
（
（
-
（
.

（
(（
（Ibid

.　

,　

4
（
(
.

（
(4
（G

ilch
rist,　

op. cit.　

,(
（
（
.

（
(（
（R

. S
o
m

erv
ille,  T

h
e C

o
u
n
cils o

f G
rego

ry

　

   , Studi G
regoriani （

（
 

 
(（

（
(
（
(, 4

（
 (（（

-
（
（
(.

（
(6
（
ア
マ
ト
ゥ
ス
と
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
の
見
解
が
同
じ
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

堀
米
氏
は
慎
重
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
が
、
結
局
、
教
皇
が
ヘ
ロ
ー
ナ
教
会
会
議

の
教
令
を
追
認
し
た
と
考
え
た
。
従
っ
て
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
の
ド
ナ
テ
ィ
ス
ト
的

秘
跡
論
の
急
進
化
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
期
に
お
い
て
ピ
ー
ク
に
達
し
た
と
い
う

こ
と
に
な
る

（
堀
米
、
前
掲
書
、
一
二
七
頁
以
下
（
。

（
(（
（'Ite

m
 sta

tu
e
ru

n
t, u

t si q
u
a
e
 E

c
c
le

sia
e
 p

e
r p

e
c
u
n
ia

m
 e

sse
n
t 

 
c
o
n
se

c
ratae

, v
e
l a sim

o
n
iac

o
, a le

g
itim

o
 c

an
o
n
ic

e
 c

o
n
se

c
re

n
tu

r 

ep
isco

p
o
. S

i q
u
i etiam

 clerici p
ecu

n
iam

 p
raeb

en
d
o
, vel a sim

o
n
iaco

 

su
n
t o

rd
in

ati, eo
d
em

 m
o
d
o
 a cath

o
lico

 o
rd

in
en

tu
r ep

isco
p
o
. N

o
n
 en

im
 

in
 h

is sit reiteratio
, sed

 ip
sa co

n
secratio

; q
u
o
n
iam

 n
ih

il p
raecesserat, 

q
u
o
d
 ratu

m
 h

ab
eri q

u
eat.' : M

ansi, t. (
（
, co

ls. （
（
（
-
(
（
.

（
((
（S

altet, op. cit. , (
（
(
.

こ
れ
と
対
立
す
る
見
解
を
主
張
す
る
の
が
ニ
チ
ュ
ケ
で
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あ
る
。cf. N

itsch
ke, op. cit. , （

（
4
.

（
(（
（B

o
rin

o
, op. cit. , 4

（
（
.

（
（（
（'O

rd
in

atio
n
es, q

u
ae in

terven
ien

te p
retio

 vel p
recib

u
s vel o

b
seq

u
io

 

 
alicui personae ea intentione im

penso vel quae non com
m

uni consensu
 

cleri et p
o
p
u
li secu

n
d
u
m

 can
o
n
icas san

ctio
n
es fiu

n
t et ab

 h
is, ad

 q
u
o
s 

co
n
secratio

 p
ertin

et, n
o
n
 co

m
p
ro

b
an

tu
r, irritas esse d

iiu
d
icam

u
s, 

q
u
o
n
iam

, q
u
i taliter o

rd
in

an
tu

r, n
o
n
 p

er o
stiu

m
 id

 est p
er C

h
ristu

m
 

in
tran

t, sed
, u

t ip
sa V

eritas testatu
r, fu

res su
n
t et latro

n
es.' : RG

, 　

, 

（
b
, 4

（
（
f.

（
（（
（M

ansi,　

t.　

(
（
,　

co
l.　

6
（
（
.　

cf.　

H
L
,　

　
-
（
, （

（
4
ff.

（
（(
（M

irb
t,　

op. cit.　

,　

4
4
（
.

（
（（
（'H

in
c ig

itu
r co

n
jicitu

r o
rd

in
ato

s ab
 h

ae
re

tico
 n

o
n
 co

n
se

cratio
n
e
m

 

 
a
liq

u
a
m

 a
c
c
e
p
isse

, se
d
 so

la
m

 fo
rm

a
m

 c
o
n
se

c
ra

tio
n
is a

b
sq

u
e 

v
irtu

te
 san

c
tific

atio
n
is, q

u
ae

 u
tiq

u
e
 fo

rm
a, siv

e
 ac

c
e
p
ta v

irtu
te 

san
ctificatio

n
is, ex co

n
sen

su
 san

ctae E
cclesiae a co

n
versis retin

eatu
r, 

sive p
er iteratio

n
em

 p
en

itu
s p

ro
scrib

atu
r, ad

 p
raesen

s n
o
n
 o

ccu
rrit 

q
u
o
d
 ratio

n
ab

iliter o
b
jici p

o
ssit.' : PL

, t. （
4
(
, co

ls. （
（
（
（
-
(
.

レ
オ
一
世

の
フ
ォ
ル
マ
論
に
つ
い
て
は
、PL

, t. （
4
, ep

isto
la （

（
（
, co

ls. （
（
（
(
-
（
.

を
み
よ
。

（
（4
（D

e sacram
entis excom

m
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: M
G

H
, Libelli,   , (

（
-
（
4
; PL

, t. 

（
4
(
, co

ls. （
（
6
（
-
(
.

（
（（
（M

G
H

, ibid
. , （

（
.

（
（6
（'q
u
ae

 m
ag

is　

re
sp

u
e
n
d
a, q

u
am

 in
 e

x
e
m

p
lu

m
 d

u
c
e
n
d
a v

id
e
n
tu

r.' : 

 
ibid
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（
.

（
（（
（'H

o
c ita in

tellegen
d
u
m

 est, u
t p

er m
an

u
s in

p
o
sitio

n
em
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n
ciliati 

 
etiam

 o
rd

in
em

 retin
ere p

erm
itteren

tu
r. N

o
n
 en

im
 h

ic o
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in
ato

riam
 

m
an

u
s in

p
o
sitio

n
e
m

, p
e
r q

u
am

 sac
ri o

rd
in

e
s d

an
tu
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te

lle
g
e
re 

d
eb

em
u
s, sed

 p
o
tiu

s reco
n
ciliato

riam
, p

er q
u
am

 p
en

iten
tes recip

ere 

so
lem

u
s.' : M

G
H

, ibid. , D
e excom

m
unicatis vitandis

…, （
（
(
 (（

（
(
-
4
(
(.

（
（(
（M

ich
el,  D

ie fo
lgen

sch
w

eren
 Id

een

… , (
4
.

興
味
深
い
こ
と
に
ミ
ヒ
ェ
ル
も

 

一
一
〇
〇
年
頃
に
、
和
解
の
た
め
の
按
手
が
現
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。cf. 

M
ich

el, ibid
. , (

（
; id

. ,  H
u
m

b
ert vo

n
 S

ilva C
an

d
id

a (  （
（
6
（
( b

ei 
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u
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m
en
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n
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o
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n
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G
H
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ibid
. , （

（
（
.

（
（（（
（Libellus de Sym
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争
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七
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グ
ラ
テ
ィ
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ヌ
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ス
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彼
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収
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, C
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（
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（
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cf. H
L
, 　

-
（
, （

(
(
ff.

（
（（（
（PL

, t. （
（
（
, co

l. （
（
（
.

堀
米
氏
は
晩
年
の
論
考
に
お
い
て
、
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世

 

の
登
位
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
教
会
は
正
統
的
秘
跡
論
に
復
帰
し
た
と
述
べ
て
い

る
。
堀
米
、
「
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
的
自
覚
―
」
、
前
掲
書
、

九
六
頁
以
下
を
参
照
。

（
（（6
（
ア
ル
ゲ
リ
ク
ス
の
著
書
は
、PL

, t. （
(
（
, co

ls. (
（
（
-
（
6
(

に
収
録
。cf. N

. M
.
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e
 S

a
c
ra

m
e
n
to

lo
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ièg

e
 ,　

M
ediaeval　

Studies　

(
（

　

(（
（
（
(
(,　

4
（
-
（
(
.

本
論
文
に
よ
る
と
、
ア
ル
ゲ
リ
ク

ス
の
著
書
に
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
か
ら
百
二
十
四
箇
所
以
上
が
引
用
さ

れ
て
い
る
と
い
う

（ibid
.　

,　

4
4
(

。

（
（（（
（C

O
D

, （
（
（
.
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（
（（(
（C

O
D

, (
（
（
.

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
ラ
イ
ヒ
ェ
ル
ス
ベ
ル
ク
の
律
修
参
事
会
員

ゲ
ル
ホ
ー
の
秘
跡
理
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世
に
宛
て
た

彼
の
書
簡
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

（MG
H

, Libelli   , (
（
(
-
（
（
(

。
彼
は
秘
跡

を
二
種
別
し
た
。
対
象
が
人
の
場
合

（
洗
礼
、
堅
信
、
叙
階
な
ど
（
と
無
生

物
の
場
合

（
パ
ン
、
ブ
ド
ウ
酒
、
聖
香
油
な
ど
（
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、

た
と
い
離
教
者
、
被
破
門
者
が
こ
れ
を
執
行
し
て
も
、
受
領
者
が

「
カ
ト
リ
ッ

ク
の
意
図
で
」
《men

te cath
o
lica

》
秘
跡
を
受
取
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
有
効
で

あ
り
、
再
執
行
は
不
要
で
あ
る
。
し
か
し
後
者
に
お
い
て
は
秘
跡
は
無
効
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
意
図
が
介
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（ibid

. , (
(
（

（
と
。

ゲ
ル
ホ
ー
の
理
論
は
、
秘
跡
の
効
力
の
有
無
が
対
象
の
性
質
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

る
と
い
う
大
き
な
問
題
点
を
は
ら
む
が
、
「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
意
図
で
」
《cath

o
lica 

in
ten

tio
n
e

》
と
い
う
新
た
な
概
念
の
導
入
は
後
世
に
少
な
か
ら
ざ
る
影
響
を

お
よ
ぼ
し
た
と
い
え
よ
う
。

（
（（（
（PL

, t. （
6
（
, co

ls. （
（
4
（
-
（
（
.

法
文
第
七
十
六
章
か
ら
第
八
十
三
章
ま
で
を

含
む
。
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, d
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ク
ル
ソ
ン
が
そ
の
著
者
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
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La Controverse Sacramentaire au Moyen Age

Takehiko SEKIGUCHI

　A l' époque de la Réforme pontificale, il y a deux théologies contradictoires à la Curie romaine 

concernant la validité des ordinations simoniaques. La doctrine de la validité en est exposée par 

Pierre Damien, ermite de Fonte Avellana, dans son Liber gratissimus. Il a bien compris que le pouvoir 

d'ordre est un pouvoir ministériel. Dieu a fait les clercs non auctores baptismi, sed ministros. Le 

ministre du sacrement est un canal qui transmet la grâce. Les mauvais ministres ne sont donc pas un 

obstacle à cette transmission. Pierre Damien ne considérant pas les simoniaques comme hérétiques 

en sens vrai du mot, il devait naturellement conclure que leurs ordinations, quoique irrégulières, 

étaient valides. C'est en ce sens qu'il orienta sa décision lors de sa légation à Milan (1059).　Les 

idées de Pierre Damien sont appuyées par Anselme de Lucques (le futur Alexandre Ⅱ ) et Hildebrand 

(le futur Grégoire Ⅶ ) à la Curie.

　Humbert, cardinal de Silva Candida, représente la tendance opposée à Pierre Damien dans son 

traité Adversus simoniacos. Il fait sienne la doctrine de Cyprien, évêque et martyr de Carthage, 

et des canons des Apôtres (can. 46, 47, 68). D'après lui les simoniaques sont hérétiques. Les 

sacrements administrés par les hérétiques sont nuls. Il faut donc les réitérer. Quand un évêque 

catholique veut procéder moyennant finance à une ordination, son pouvoir d'ordre est immédiatement 

lié. Il n'est plus dés lors qu'une marionnette (statunculus), dont les actes sont sans valeur.

　Le concile romain en avril de 1061, présidé par Nicolas Ⅱ , tout en se montrant extrêmement

sévère à l'égard des clercs ordonnés simoniaquement (can. 1, 3), n'avait pas considéré leurs 

ordinations comme nulles: Quiconque avait  été ordonné gratuitement par un évêque simoniaque 

restrait dans l'ordre qu'il avait reçu　《in acceptis ordinibus manere permittimus》, si toutefois aucune 

autre accusation ne pesait sur lui (can. 2 ). Le concile romain constitua un triomphe pour les idées 

de Pierre Damien, cardinal d’ Ostia. On y déclara officiellement la validité des ordinations des clercs 

ordonnés gratis par des prélats connus comme simoniaques. C'est un moment décisif dans l'histoire 

de la théologie sacramentaire.

　Que veut dire le mot irritus appliqué à des ordinations données par des évêques consacrés hors de 

l'Église (extra Ecclesiam) ? On le rencontre dans les canons du concile du Latran (1078) et celui de 

Plaisance (1095). A première impression on serait tenté de le traduire par 《invalide》 , 《absolument 

nul》 . Mais irritus n'a pas ici ce sens. Comme il est dit dans le canon 2 du concile de Plaisance qui 

traite en général de la simonie, ces ordinations signifient nullas unquam vires obtinere. Elles confèrent 
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la simple forma sacramenti sans virtus (effectus) sacramenti, autrement dit le sacrement valide mais 

incomplet. Pour recouvrer la virtus, il faut revenir à l'unité catholique et faire appel à l'imposition 

des mains (impositio manus) pour réconciliation. Le mot irritus a donc le sens de 《réel ou valide, 

mais frappé d'opposition, c'est-à-dire pratiquement nul》 (L. Saltet), ou bien 《prohiber l'usage 

d'ordres reçus d'une personne indigne》 (G. B. Borino). Il a en somme le sens de 《valide, mais illégal》 

(J. Gilchrist).




